
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ン
ブ
ツ
マ
ン
（
－
V

（
西
）
ド
イ
ツ
防
衛
監
察
委
員
制
度
の
一
考
察

与
野
党
の
権
力
構
造
を
分
析
す
る
視
点
に
立
っ
て

若
　
松

新

は
じ
め
に
一
（
西
）
ド
イ
ツ
防
衛
監
察
委
員
制
度
の
由
来
…

　
日
本
の
野
党
第
一
党
で
あ
っ
た
旧
社
会
党
が
、
独
自
の
実
現
可
能
な
国
防
政
策
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
残
念
で
あ
る
。
旧

社
会
党
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
非
武
装
中
立
論
を
掲
げ
る
余
り
、
国
防
政
策
そ
れ
自
体
を
破
壊
的
に
敵
視
し
て
、
独
自
の
国
防
政
策
立
案

能
力
を
失
い
、
政
権
の
担
い
手
と
し
て
四
五
年
間
に
わ
た
っ
て
疎
外
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
の
S
P
D
は
暴
力
的
な
革
命

で
は
な
く
、
平
和
的
な
政
権
交
代
を
目
指
し
た
。
そ
こ
で
、
S
P
D
独
自
の
国
防
政
策
が
生
ま
れ
る
余
地
が
生
じ
た
。
そ
の
具
体
例
の

一
つ
が
、
連
邦
議
会
防
衛
監
察
委
員
制
度
な
の
で
あ
る
。
以
下
の
論
考
で
は
、
本
来
S
P
D
的
な
特
質
を
持
っ
て
い
た
、
防
衛
オ
ン
ブ

ツ
マ
ン
制
度
が
、
い
か
に
し
て
与
野
党
が
織
り
な
す
権
力
構
造
の
下
で
具
体
化
さ
れ
、
与
野
党
双
方
か
ら
支
持
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た

の
か
を
分
析
し
た
い
。
か
く
し
て
、
野
党
S
P
D
が
国
防
政
策
立
案
に
あ
た
っ
て
果
し
た
、
建
設
的
な
役
割
を
評
価
し
た
い
と
思
う
。

　
オ
ン
ブ
ツ
マ
ン
の
制
度
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
じ
め
ス
カ
ン
ジ
ナ
ヴ
ィ
ア
諸
国
に
お
い
て
伝
統
的
に
発
展
し
て
き
た
。
こ
の
制
度
が

一早稲田社会科学研「究　第52号　’96（H．8）。357



（
西
）
ド
イ
ツ
に
継
受
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ナ
チ
ス
の
権
力
支
配
の
聞
、
ド
イ
ツ
を
去
っ
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
亡
命
し
た
エ
ル
ン

ス
ト
・
ポ
ー
ル
（
日
毎
簿
℃
斡
巳
”
こ
の
制
度
が
継
受
さ
れ
た
当
時
、
野
党
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
一
S
P
D
に
所
属
。
）
連
邦

議
会
議
員
（
一
九
四
九
年
か
ら
六
九
年
ま
で
在
職
）
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
ポ
ー
ル
議
員
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
滞
在
中
に
こ
の
制
度

を
学
ん
だ
。
ポ
ー
ル
議
員
は
一
九
五
二
年
末
に
、
当
時
、
連
邦
議
会
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
安
全
保
障
問
題
委
員
会
（
一
九
五
六
年
一
月
一
〇

日
以
降
、
防
衛
委
員
会
へ
改
組
）
委
員
と
し
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
オ
ン
ブ
ツ
マ
ン
制
度
に
対
応
す
る
制
度
を
、
ド
イ
ツ
で
設
立
す
る

こ
と
を
提
案
し
た
。
こ
の
提
案
は
委
員
会
で
採
り
上
げ
ら
れ
、
「
九
五
三
年
一
二
月
一
｝
日
の
会
議
に
お
い
て
、
二
名
の
議
員
団
に
よ

り
な
る
代
表
団
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
国
防
制
度
を
研
究
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
将
来
の
ド
イ
ツ
軍
の
「
内
部
指
揮
」
の
問
題
を
提

起
す
る
任
務
を
与
え
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
派
遣
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
の
代
表
団
は
、
軍
の
監
察
委
員
制
度
を
特
に
顧
慮
す
べ

き
も
の
と
い
う
任
務
を
帯
び
て
、
一
九
五
四
年
一
月
に
実
際
に
派
遣
さ
れ
、
一
九
五
四
年
二
月
一
一
日
に
、
そ
の
結
果
を
報
告
し
た
。

防
衛
監
察
委
員
を
創
設
す
べ
し
と
い
う
考
え
は
、
そ
の
後
も
お
し
す
す
め
ら
れ
、
一
九
五
六
年
三
月
一
九
日
に
、
基
本
法
四
五
b
条
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
防
衛
監
察
委
員
制
度
の
導
入
に
際
し
て
の
、
与
野
党
の
権
力
構
造
は
、
以
下
の
よ
う
に
三
つ
の
時
期
に
分
け
て
解
説
し
う
る
。

　
第
↓
に
、
↓
九
五
五
年
秋
に
、
連
邦
議
会
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
安
全
保
障
問
題
委
員
会
が
、
軍
隊
に
対
す
る
議
会
の
統
制
機
関
一
軍
事

オ
ン
ブ
ツ
マ
ン
の
よ
う
な
制
度
一
の
導
入
を
検
討
し
た
。
こ
の
時
、
野
党
S
P
D
、
連
立
与
党
F
D
P
、
お
よ
び
首
班
与
党
C
D

U
／
C
S
U
の
一
部
の
議
員
は
、
か
か
る
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
に
賛
成
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
C
D
U
／
C
S
U
の
党
内
部
の
保
守

派
は
反
対
し
た
。
結
局
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
安
全
保
障
問
題
委
員
会
（
後
の
防
衛
委
員
会
）
の
議
長
（
一
九
五
三
年
か
ら
六
五
年
在
職
）
で

あ
り
、
連
邦
議
会
副
議
長
（
一
九
五
三
年
か
ら
六
五
年
、
一
九
六
七
年
か
ら
七
六
年
在
職
）
で
あ
っ
た
R
・
イ
ェ
ー
ガ
ー
（
蜜
。
げ
霞
α
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（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察

冨
①
ひ
q
嘆
u
全
体
と
し
て
は
保
守
的
な
C
S
U
に
所
属
）
と
、
同
委
員
会
副
議
長
で
あ
っ
た
F
．
エ
ア
レ
ル
（
「
葺
N
国
ユ
Φ
H
　
S
P
D

の
党
内
で
は
右
派
（
現
実
主
義
派
）
に
所
属
）
の
共
同
提
案
に
基
づ
い
て
、
僅
差
で
は
あ
る
が
超
党
派
の
支
持
を
得
て
、
同
委
員
会
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

防
衛
監
察
委
員
の
制
度
を
、
基
本
法
に
定
め
る
こ
と
に
同
意
し
た
。

　
こ
の
第
一
の
段
階
で
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
1
軍
隊
を
よ
り
民
主
化
す
る
に
際
し
て
1
中
間
層
、
更
に
は
保
守
派
か
ら
の
支

持
を
も
取
り
付
け
る
た
め
に
、
C
D
U
／
C
S
U
と
S
P
D
の
そ
れ
ぞ
れ
の
党
内
で
、
保
守
的
な
人
物
が
ア
ジ
ェ
ン
ダ
（
議
事
日
程
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

を
作
成
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
C
S
U
の
R
・
イ
ェ
ー
ガ
ー
は
一
九
六
五
年
か
ら
六
六
年
ま
で
連
邦
法
相
を
務
め
た
。
ま
た
、

F
・
エ
ア
レ
ル
は
一
九
六
四
年
か
ら
六
七
年
に
五
三
歳
で
逝
去
す
る
ま
で
、
S
P
D
副
党
首
と
S
P
D
連
邦
議
会
会
派
の
議
員
団
長
を

務
め
た
。
特
に
、
F
・
エ
ア
レ
ル
は
、
S
P
D
が
国
民
政
党
化
す
る
こ
と
を
強
く
推
進
し
た
人
物
で
あ
る
、
F
・
エ
ア
レ
ル
は
、
一
九

五
九
年
S
P
D
ゴ
ー
デ
ス
ベ
ル
ク
綱
領
に
お
い
て
、
明
示
的
に
国
防
政
策
を
肯
定
し
、
「
軍
隊
に
つ
い
て
の
現
実
主
義
的
思
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

（
「
Φ
讐
。
。
叶
δ
o
ゴ
Φ
千
山
鴇
ユ
一
§
ひ
q
N
＝
σ
①
≦
緯
診
Φ
8
コ
ζ
碧
ゴ
け
）
」
が
確
立
す
る
こ
と
に
、
最
も
貢
献
し
た
と
、
H
・
ゾ
ー
エ
ル
（
＝
並
々

ヨ
三
Q
o
o
①
じ
は
解
釈
し
て
い
る
。

　
第
二
に
、
一
九
五
六
年
二
月
に
、
政
府
与
党
が
国
防
制
度
の
導
入
（
再
軍
備
）
を
提
起
し
た
。
こ
れ
に
難
色
を
示
す
野
党
S
P
D
は
、

軍
隊
設
置
に
伴
い
国
防
大
臣
の
権
限
が
肥
大
化
し
、
濫
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
、
「
国
防
大
臣
特
別
不
信
任
投
票
制
度
」

を
導
入
す
る
こ
と
を
、
政
府
与
党
が
提
案
す
る
国
防
制
度
を
認
め
る
た
め
の
、
交
換
条
件
と
し
て
逆
提
案
し
た
。
こ
の
時
、
与
野
党
は

「
妥
協
」
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
国
防
大
臣
特
別
不
信
任
投
票
制
度
」
の
提
案
を
野
党
S
P
D
が
取
り
下
げ
る
。
そ
の
代
わ
り
に
、

政
府
与
党
も
防
衛
監
察
委
員
設
置
に
対
す
る
反
対
動
議
を
、
全
て
取
り
下
げ
る
。
こ
の
よ
う
な
取
引
が
成
立
し
た
。
こ
う
し
て
、
基
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

法
第
四
五
b
条
は
、
一
九
五
六
年
三
月
に
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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第
三
に
、
防
衛
監
察
委
員
法
の
具
体
化
の
段
階
で
も
、
与
野
党
に
見
解
の
相
違
が
認
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ω
C
D
U
／
C
S
U

は
、
防
衛
監
察
委
員
に
選
挙
に
基
づ
く
任
期
制
の
公
務
員
（
官
吏
）
と
し
て
の
地
位
を
与
え
、
防
衛
監
察
委
員
を
連
邦
議
会
議
員
の
過

半
数
で
選
挙
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
②
S
P
D
は
、
防
衛
監
察
委
員
を
独
自
の
公
務
（
官
職
）
保
持
者
と
し
、
連

邦
議
会
議
員
の
三
分
の
二
の
特
別
多
数
決
で
選
挙
す
る
こ
と
を
逆
提
案
し
た
。
一
方
、
㈹
C
D
U
／
C
S
U
は
、
防
衛
監
察
委
員
の
被

選
挙
資
格
と
し
て
、
裁
判
官
就
任
資
格
を
条
件
と
し
た
。
他
方
、
ω
S
P
D
も
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
オ
ン
ブ
ツ
マ
ン
制
度
に
倣
っ
て
、

連
邦
議
会
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
、
防
衛
監
察
委
員
の
「
常
任
の
代
理
人
」
を
制
度
化
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
こ
れ
ら
の
主
張
は
最

終
的
に
、
調
停
委
員
会
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
、
成
案
化
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ω
と
②
は
妥
協
さ
れ
て
、
「
防
衛
監
察
委
員
は
、
連
邦

議
会
の
総
議
員
の
過
半
数
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
、
ま
た
罷
免
さ
れ
う
る
特
殊
な
性
格
を
持
っ
た
公
務
員
（
官
吏
ご
と
な
っ
た
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

㈹
と
ω
の
成
文
化
は
見
送
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

60

（
1
）
連
邦
議
会
防
衛
監
察
委
員
法
（
意
訳
全
文
を
含
む
）

　
↓
九
五
六
年
三
月
一
九
日
に
追
加
改
正
さ
れ
た
、
基
本
法
第
四
五
b
条
（
意
訳
）
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

　
　
基
本
権
の
保
護
の
た
め
、
お
よ
び
、
連
邦
議
会
が
議
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
場
合
の
補
助
機
関
と
し
て
、
連
邦
議
会
の
防
衛

　
　
監
察
委
員
が
任
命
さ
れ
る
。
詳
細
は
連
邦
法
が
規
定
す
る
。

第
二
文
に
基
づ
い
て
、
一
九
五
七
年
六
月
二
六
日
に
『
連
邦
議
会
の
防
衛
監
察
委
員
に
関
す
る
法
律
』
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

数
次
の
改
正
を
経
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
一
九
九
五
年
三
月
七
日
現
在
、
同
法
の
邦
訳
（
意
訳
）
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。



（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察

第
一
条
〔
憲
法
土
の
地
位
、
任
務
。
〕

　
（
1
）
　
防
衛
監
察
委
員
は
、
連
邦
議
会
が
議
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
場
合
の
補
助
機
関
と
し
て
の
任
務
を
遂
行
す
る
。

　
（
2
）
　
防
衛
監
察
委
員
は
、
連
邦
議
会
と
そ
の
防
衛
委
員
会
（
基
本
法
第
四
五
a
条
）
の
指
示
に
基
づ
き
、
＝
疋
の
事
件
の
検
討
を
行

う
も
の
と
す
る
。
防
衛
委
員
会
は
、
自
ら
が
当
該
事
件
を
審
議
の
対
象
と
し
な
い
限
り
、
前
記
の
指
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
防
衛
監

察
委
員
は
、
防
衛
委
員
会
に
対
し
て
、
一
定
の
事
件
を
検
討
す
べ
き
旨
の
指
示
を
発
す
る
よ
う
に
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
3
）
　
防
衛
監
察
委
員
は
、
本
法
の
第
三
条
第
四
号
に
定
め
ら
れ
た
権
限
を
用
い
、
ま
た
は
、
連
邦
議
会
議
員
か
ら
の
情
報
に
よ
り
、

本
法
第
七
条
に
定
め
ら
れ
た
訴
願
に
よ
る
か
、
他
の
手
段
に
よ
っ
て
、
軍
人
の
基
本
権
が
侵
害
さ
れ
た
か
、
ま
た
は
、
内
部
指
揮
（
＆
Φ

一
已
Φ
「
①
　
局
口
ξ
§
ゆ
q
）
の
原
則
が
損
な
わ
れ
た
と
推
定
し
う
る
状
況
を
確
認
し
た
場
合
に
は
、
独
自
の
判
断
に
基
づ
い
て
、
羅
束
的
裁
量

（
葺
＝
o
江
α
q
Φ
5
農
Φ
ω
国
『
ヨ
①
ω
ω
魯
）
に
従
っ
て
行
動
す
る
も
の
と
す
る
。
本
項
の
第
一
文
に
従
っ
て
防
衛
監
察
委
員
が
開
始
し
た
行
動
は
、

防
衛
委
員
会
が
当
該
事
件
を
自
ら
の
審
議
の
対
象
と
す
る
場
合
に
の
み
、
中
止
さ
れ
る
。

第
二
条
〔
報
告
の
義
務
〕

　
（
1
）
　
防
衛
監
察
委
員
は
、
暦
年
（
閑
巴
Φ
邑
Φ
ご
餌
冨
）
ご
と
に
、
連
邦
議
会
に
対
し
て
、
書
面
に
よ
る
総
括
報
告
（
年
次
報
告
）
を
行

う
。　

（
2
）
　
防
衛
監
察
委
員
は
、
常
時
、
連
邦
議
会
な
い
し
防
衛
委
員
会
に
対
し
て
、
個
別
報
告
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
3
）
　
防
衛
監
察
委
員
が
（
本
法
の
第
一
条
第
二
項
の
V
指
示
に
基
づ
い
て
行
動
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
検
討
の
結
果
に
つ
き
、

要
求
に
応
じ
て
個
別
報
告
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
〔
職
務
上
の
権
限
〕

　
防
衛
監
察
委
員
は
、
自
ら
に
委
託
さ
れ
た
任
務
の
遂
行
に
際
し
て
、
以
下
の
各
号
の
権
限
を
有
す
る
。

1
．
〔
情
報
収
集
権
・
文
書
閲
覧
要
求
権
〕
防
衛
監
察
委
員
は
、
国
防
大
臣
お
よ
び
国
防
大
臣
の
指
揮
下
に
あ
る
す
べ
て
の
司
令
部
と
人

　
員
に
対
し
て
、
情
報
を
要
求
し
、
書
類
の
閲
覧
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
権
利
は
、
秘
密
保
持
義
務
の
根
拠
に
よ
っ
て
の
み
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拒
否
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
際
、
拒
否
の
決
定
は
、
国
防
大
臣
自
身
な
い
し
国
防
大
臣
の
常
任
の
代
行
者
が
職
務
上
行
い
、
国
防

　
大
臣
な
い
し
そ
の
常
任
の
代
行
者
は
、
当
該
決
定
を
防
衛
委
員
会
に
お
い
て
表
明
す
る
。
本
法
の
第
一
条
第
二
項
の
指
示
に
基
づ
い
て

　
い
る
場
合
、
お
よ
び
訴
願
者
が
訴
え
た
申
請
書
（
本
法
の
第
七
条
に
規
定
）
に
基
づ
い
て
い
る
場
合
に
は
、
防
衛
監
察
委
員
は
、
訴
願

　
者
本
人
お
よ
び
証
人
、
専
門
家
か
ら
事
情
を
聴
取
す
る
権
利
を
有
す
る
。
（
後
文
略
）

2
．
〔
事
件
解
決
勧
告
権
〕
防
衛
監
察
委
員
は
、
権
限
を
有
す
る
機
関
に
対
し
、
〔
事
件
を
解
決
す
る
〕
職
務
統
制
の
機
会
を
提
供
し
う
る
。

3
．
〔
懲
戒
．
刑
事
裁
判
所
へ
の
事
件
の
送
達
権
〕
防
衛
監
察
委
員
は
、
刑
罰
手
続
き
な
い
し
懲
戒
手
続
き
を
開
始
す
る
権
限
を
有
す
る

　
機
関
に
対
し
て
、
関
係
書
類
を
伝
達
し
う
る
。

4
．
〔
部
隊
監
察
権
〕
防
衛
監
察
委
員
は
、
常
時
、
連
邦
国
防
軍
の
す
べ
て
の
部
隊
、
参
謀
部
、
司
令
部
、
部
局
と
そ
の
組
織
を
、
事
前

　
に
通
知
す
る
こ
と
な
く
、
監
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
権
限
は
、
防
衛
監
察
委
員
に
一
身
専
属
す
る
。
本
条
の
第
一
号
第
二
文
、

　
第
三
文
が
準
用
さ
れ
る
。

5
．
〔
報
告
請
求
権
〕
防
衛
監
察
委
員
は
、
①
国
防
大
臣
に
対
し
て
、
軍
隊
の
分
野
で
の
懲
戒
権
の
行
使
に
関
す
る
、
総
括
報
告
を
要
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ン
ト

　
す
る
こ
と
が
で
き
、
②
権
限
を
有
す
る
連
邦
お
よ
び
州
の
機
関
に
対
し
て
、
軍
隊
な
い
し
軍
人
が
関
与
し
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
、
刑

　
法
上
の
措
置
が
適
用
さ
れ
て
い
る
事
例
に
つ
い
て
の
統
計
的
報
告
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

6
．
〔
裁
判
立
会
権
．
文
書
閲
覧
権
〕
防
衛
監
察
委
員
は
、
刑
事
裁
判
手
続
き
と
懲
戒
裁
判
手
続
き
に
際
し
て
、
裁
判
所
の
審
理
が
非
公

　
開
の
場
合
に
も
、
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
防
衛
監
察
委
員
は
、
検
察
の
代
表
者
や
懲
戒
手
続
き
に
携
わ
る
官
庁
の
代
表
者
と
同
等

　
に
、
書
類
を
閲
覧
す
る
権
限
を
有
す
る
。
防
衛
懲
戒
規
則
お
よ
び
防
衛
不
服
申
し
立
て
規
則
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
、
兵
役
に
関
す
る
裁

　
判
（
白
①
ξ
島
Φ
昌
ω
霞
㊤
8
プ
¢
の
告
訴
、
抗
告
手
続
き
に
お
い
て
も
、
並
び
に
、
防
衛
監
察
委
員
の
任
務
領
域
に
関
係
す
る
限
り
で
、

　
行
政
裁
判
手
続
き
に
お
い
て
も
、
防
衛
監
察
委
員
は
本
号
の
第
一
文
に
定
め
ら
れ
た
権
限
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
手
続
き
に
お

　
い
て
、
防
衛
監
察
委
員
は
、
手
続
き
を
行
う
者
と
同
等
の
書
類
閲
覧
権
を
有
す
る
。

第
四
条
〔
職
務
上
の
協
力
（
》
ヨ
匿
ゴ
ま
①
）
〕
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ラ
ン
ト

　
連
邦
、
州
、
お
よ
び
市
町
村
の
裁
判
所
並
び
に
行
政
機
関
は
、
防
衛
監
察
委
員
が
必
要
と
す
る
調
査
を
行
う
に
際
し
て
、
職
務
ヒ
、
協

力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
〔
一
般
的
方
針
　
指
示
か
ら
の
自
由
〕

　
（
1
）
　
連
邦
議
会
お
よ
び
そ
の
防
衛
委
員
会
は
、
防
衛
監
察
委
員
の
職
務
に
つ
き
一
般
的
方
針
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
2
）
　
防
衛
監
察
委
員
は
、
本
法
の
第
一
条
第
二
項
の
場
合
を
除
い
て
、
指
示
か
ら
自
由
で
あ
る
。

第
六
条
〔
出
席
の
義
務
〕

　
連
邦
議
会
お
よ
び
そ
の
防
衛
委
員
会
は
、
常
時
、
防
衛
監
察
委
員
に
出
席
を
要
求
で
き
る
。

第
七
条
〔
軍
人
の
訴
願
権
（
国
貯
⑳
四
σ
Φ
「
Φ
o
馨
〉
〕

　
す
べ
て
の
軍
入
は
、
個
別
に
、
軍
務
の
進
行
を
中
断
す
る
こ
と
な
く
、
直
接
に
、
防
衛
監
察
委
員
に
対
し
て
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

防
衛
監
察
委
員
に
訴
え
た
こ
と
を
事
由
に
、
軍
人
は
、
職
務
上
懲
戒
処
分
を
さ
れ
た
り
、
不
利
益
を
加
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

第
八
条
〔
匿
名
の
訴
願
〕

　
匿
名
の
訴
願
は
受
理
さ
れ
な
い
。

、
第
九
条
〔
訴
願
の
秘
密
性
〕

　
防
衛
監
察
委
員
が
訴
願
に
基
づ
い
て
行
動
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
訴
願
の
事
実
と
訴
願
者
の
氏
名
を
公
表
す
る
こ
と
は
、
防
衛
監

察
委
員
の
裁
量
に
属
す
る
。
訴
願
者
が
公
表
さ
れ
な
い
こ
と
を
希
望
し
、
当
該
希
望
の
達
成
が
法
的
義
務
と
対
立
し
な
い
場
合
に
は
、
防

衛
監
察
委
員
は
公
表
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
〇
条
〔
守
秘
義
務
〕

　
（
1
）
　
防
衛
監
察
委
員
は
、
職
務
関
係
を
退
い
た
後
も
、
職
務
上
知
り
え
た
事
項
に
つ
い
て
秘
密
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
職
務

上
の
関
係
に
つ
い
て
の
報
告
、
周
知
で
あ
る
か
、
重
要
性
の
上
か
ら
秘
密
保
持
を
必
要
と
し
な
い
事
実
に
つ
い
て
は
、
こ
の
守
秘
義
務
は

適
用
さ
れ
な
い
。

63



　
（
2
）
　
防
衛
監
察
委
員
は
、
職
務
を
離
れ
た
後
も
、
か
か
る
（
職
務
上
知
り
え
た
V
事
項
に
つ
い
て
、
許
可
な
く
、
法
廷
内
で
あ
れ
、

法
廷
外
で
あ
れ
、
言
明
し
、
説
明
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
当
該
許
可
は
、
連
邦
議
会
議
長
が
、
防
衛
委
員
会
の
了
承
を
得
て
行
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ン
ト

　
（
3
）
　
防
衛
監
察
委
員
が
証
人
と
し
て
証
言
を
行
う
た
め
の
許
可
は
、
当
該
証
言
が
連
邦
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
の
州
　
（
の
］
つ
）
の
福
祉

に
損
害
を
及
ぼ
す
か
、
公
的
任
務
の
遂
行
に
重
大
な
危
険
を
招
く
か
、
著
し
い
阻
害
を
来
す
場
合
に
限
っ
て
、
拒
否
さ
れ
う
る
。

　
（
4
）
　
違
反
行
為
を
告
発
し
、
か
つ
、
自
由
で
民
主
的
な
基
本
秩
序
に
危
険
が
及
ぼ
さ
れ
た
場
合
に
、
当
該
秩
序
の
保
持
に
あ
た
る
と

い
う
、
法
律
の
根
拠
に
基
づ
く
義
務
を
遂
行
す
る
場
合
に
は
、
防
衛
監
察
委
員
は
守
秘
義
務
の
影
響
を
受
け
な
い
。

第
一
一
条
〔
削
除
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ン
ト

第
一
二
条
〔
連
邦
お
よ
び
州
の
機
関
に
と
っ
て
の
情
報
伝
達
の
義
務
〕

　
　
　
　
　
ラ
ン
ト

　
連
邦
お
よ
び
州
の
司
法
機
関
並
び
に
行
政
機
関
は
、
防
衛
監
察
委
員
が
当
該
機
関
の
一
つ
に
何
ら
か
の
事
件
の
手
続
き
に
つ
い
て
情
報

を
要
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
手
続
き
の
開
始
、
公
訴
の
提
起
、
懲
戒
手
続
き
に
お
け
る
調
査
の
指
示
お
よ
び
手
続
き
の
結
果
に
つ
い
て
、

防
衛
監
察
委
員
に
情
報
を
伝
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
三
条
〔
防
衛
監
察
委
員
の
選
出
〕

　
連
邦
議
会
は
秘
密
選
挙
に
よ
り
、
そ
の
総
議
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
、
防
衛
監
察
委
員
を
選
出
す
る
。
提
案
権
者
は
、
防
衛
委
員
会
、

会
派
お
よ
び
連
邦
議
会
議
事
規
則
（
第
一
〇
条
）
が
定
め
る
会
派
を
結
成
す
る
た
め
に
必
要
な
数
に
相
当
す
る
（
一
九
九
〇
年
ま
で
の
旧

規
定
に
よ
れ
ば
、
総
議
員
の
五
％
以
上
、
す
な
わ
ち
二
六
名
以
上
の
）
議
員
で
あ
る
。
討
論
は
行
わ
れ
な
い
。

第
一
四
条
〔
被
選
出
権
者
、
任
期
、
兼
職
の
禁
止
、
宣
誓
、
兵
役
の
免
除
。
〕

　
（
1
）
　
連
邦
議
会
選
挙
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
し
、
三
五
歳
に
達
し
た
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
人
は
、
防
衛
監
察
委
員
に
選
出
さ
れ
う
る
。

〔
防
衛
監
察
委
員
は
、
少
な
く
と
も
一
年
間
の
兵
役
に
服
し
た
者
（
つ
ま
り
、
男
性
に
限
る
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
な
お
、
一

九
九
〇
年
三
月
三
〇
日
の
法
改
正
に
よ
っ
て
、
第
一
四
条
第
一
項
第
二
文
は
削
除
さ
れ
た
。
か
く
し
て
、
女
性
も
防
衛
監
察
委
員
に
就
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

す
る
可
能
性
が
生
じ
、
一
九
九
五
年
春
に
実
際
に
実
現
し
た
。
つ
ま
り
、
性
別
に
よ
る
差
別
が
是
正
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
〕
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（
2
）
　
防
衛
監
察
委
員
の
任
期
は
五
年
で
あ
る
。
再
選
は
認
め
ら
れ
る
。

　
（
3
）
　
防
衛
監
察
委
員
は
、
他
の
有
給
の
官
職
に
就
い
て
は
な
ら
ず
、
営
業
お
よ
び
職
業
に
従
事
し
て
は
な
ら
ず
、
営
利
を
目
的
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ン
ト

る
企
業
体
の
経
営
部
、
監
査
役
員
に
属
す
る
こ
と
も
、
連
邦
お
よ
び
州
の
政
府
や
立
法
機
関
に
属
す
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
る
。

　
（
4
）
　
防
衛
監
察
委
員
は
、
連
邦
議
会
で
行
わ
れ
る
職
務
へ
の
就
任
に
あ
た
り
、
基
本
法
第
五
六
条
に
定
め
ら
れ
た
宣
誓
を
行
う
。

　
（
5
）
　
防
衛
監
察
委
員
は
、
在
職
中
兵
役
を
免
除
さ
れ
る
。

第
一
五
条
〔
防
衛
監
察
委
員
の
法
的
地
位
、
職
務
関
係
の
開
始
と
終
了
〕

　
（
1
）
　
防
衛
監
察
委
員
は
、
こ
の
法
律
が
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、
公
法
上
の
職
務
関
係
に
置
か
れ
る
。
連
邦
議
会
議
長
は
、
選
出
さ

れ
た
者
を
任
命
す
る
。

　
（
2
）
　
職
務
関
係
は
、
任
命
証
書
の
手
交
を
も
っ
て
開
始
し
、
（
本
法
の
第
一
四
条
第
四
項
の
）
宣
誓
が
事
前
に
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、

当
該
宣
誓
を
も
っ
て
開
始
す
る
。
　
　
　
　
　
　
・

　
（
3
）
　
職
務
関
係
は
、
本
法
の
第
一
四
条
第
二
項
が
定
め
る
職
務
期
間
の
満
了
、
な
い
し
死
亡
に
よ
る
外
、
以
下
の
各
号
の
場
合
に
終

了
す
る
。

1
．
罷
免

2
．
依
頼
に
よ
る
辞
職

　
（
4
）
　
連
邦
議
会
は
、
防
衛
委
員
会
の
提
案
に
よ
り
、
防
衛
監
察
委
員
の
罷
免
を
連
邦
議
会
議
長
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
決

定
に
は
、
連
邦
議
会
の
総
議
員
の
過
半
数
の
同
意
を
必
要
と
す
る
。

　
（
5
）
　
防
衛
監
察
委
員
は
、
常
に
、
自
己
の
辞
職
を
依
頼
で
き
る
。
連
邦
議
会
議
長
は
辞
職
を
申
し
渡
す
。

第
一
六
条
〔
防
衛
監
察
委
員
の
勤
務
場
所
、
主
任
職
員
、
職
員
、
予
算
。
〕

　
（
1
）
　
防
衛
監
察
委
員
は
、
連
邦
議
会
に
、
そ
の
勤
務
場
所
を
有
す
る
。

　
（
2
）
　
主
任
職
員
は
、
防
衛
監
察
委
員
を
補
佐
す
る
。
そ
の
他
の
職
員
は
、
防
衛
監
察
委
員
が
そ
の
任
務
を
遂
行
す
る
に
際
し
て
、
協
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力
す
る
。
防
衛
監
察
委
員
に
か
か
る
（
こ
れ
ら
の
）
職
員
は
、
（
中
略
）
連
邦
公
務
員
法
第
一
七
六
条
が
定
め
る
連
邦
議
会
の
職
員
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
∀

る
。
防
衛
監
察
委
員
は
、
防
衛
監
察
委
員
に
協
力
す
る
（
こ
れ
ら
の
）
職
員
の
上
司
で
あ
る
。

　
（
3
）
　
防
衛
監
察
委
員
が
、
そ
の
任
務
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
自
由
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
必
要
と
す
る
人
的
、
物
的
資

源
に
つ
い
て
は
、
連
邦
議
会
の
個
別
の
予
算
案
に
お
い
て
、
独
自
の
章
で
指
示
さ
れ
る
。

第
一
七
条
〔
防
衛
監
察
委
員
代
行
〕

　
（
1
）
　
主
任
職
員
は
、
本
法
の
第
三
条
第
四
号
に
定
め
ら
れ
た
権
限
を
除
い
て
、
防
衛
監
察
委
員
の
職
務
関
係
が
妨
げ
ら
れ
た
場
合
、

お
よ
び
終
了
し
た
場
合
に
は
、
後
任
者
の
職
務
関
係
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
、
防
衛
監
察
委
員
の
権
限
を
遂
行
す
る
。
こ
の
場
合
、
本
法
の

第
五
条
第
二
項
が
準
用
さ
れ
る
。

　
（
2
）
　
防
衛
監
察
委
員
が
三
箇
月
以
上
そ
の
職
務
遂
行
を
妨
げ
ら
れ
た
場
合
、
な
い
し
、
防
衛
監
察
委
員
の
職
務
関
係
が
終
r
し
た
後
、

後
任
者
の
職
務
関
係
が
開
始
す
る
こ
と
な
く
三
箇
月
が
経
過
し
た
場
合
に
は
、
防
衛
委
員
会
は
、
主
任
職
員
に
対
し
て
、
本
法
の
第
三
条

第
四
号
の
権
限
の
行
使
を
授
権
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
八
条
〔
職
務
上
の
俸
給
、
福
利
厚
生
。
〕

　
（
1
）
　
防
衛
監
察
委
員
は
、
職
務
関
係
が
開
始
す
る
暦
月
の
始
め
か
ら
、
職
務
関
係
が
終
了
す
る
暦
月
の
終
り
ま
で
、
連
邦
大
臣
の
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

務
給
と
地
域
手
当
て
の
七
五
％
に
相
当
す
る
額
の
給
与
を
受
け
取
る
。
給
与
は
月
ご
と
に
事
前
に
支
給
さ
れ
る
。
（
中
後
文
略
）

　
（
2
）
　
そ
の
他
の
点
で
は
、
（
連
邦
大
臣
法
第
］
五
条
第
一
項
が
規
定
す
る
、
年
金
の
受
給
資
格
の
用
件
と
な
る
）
二
年
間
の
職
務
期

間
に
代
わ
っ
て
、
最
低
五
年
間
の
職
務
期
間
が
防
衛
監
査
委
員
の
年
金
の
受
給
資
格
に
つ
い
て
準
用
さ
れ
る
。
（
後
文
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
∀

　
（
3
）
　
連
邦
旅
客
費
用
法
が
定
め
る
最
高
の
旅
費
ラ
ン
ク
が
準
用
さ
れ
る
。
職
務
関
係
へ
の
任
命
お
よ
び
職
務
関
係
の
終
了
の
結
果
、

必
要
と
な
っ
た
移
転
（
引
越
し
）
に
つ
い
て
は
、
連
邦
移
転
費
用
法
が
準
用
さ
れ
る
（
前
中
後
略
を
含
ん
だ
意
訳
）
。

第
↓
九
条
〔
削
除
〕

第
二
〇
条
〔
発
効
に
つ
い
て
〕
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（
2
）
「
内
部
指
揮
（
臼
①
ぎ
⇒
Φ
お
男
q
冨
§
ゆ
q
）
の
原
則
」
の
確
立

（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
防
衛
監
察
委
員
の
任
務
は
、
「
内
部
指
揮
の
原
則
」
の
保
持
に
限
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
防
衛
監
察
委
員
法
第
一
条
第

三
項
に
よ
れ
ば
、
軍
人
の
基
本
権
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
と
並
ん
で
、
「
内
部
指
揮
の
原
則
」
が
損
な
わ
れ
た
時
に
は
、
防
衛
監
察
委
員

は
独
自
の
判
断
に
よ
っ
て
行
動
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
骨
導
的
裁
量
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
「
内
部
指
揮
の
原
則
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

は
不
確
定
的
な
法
的
概
念
で
あ
る
が
、
一
般
に
基
本
法
第
四
五
b
条
に
記
さ
れ
た
防
衛
監
察
委
員
の
任
務
を
許
容
で
き
な
い
程
に
ま
で

拡
張
し
た
も
の
で
は
な
く
、
議
会
の
信
任
に
基
づ
い
て
委
託
さ
れ
た
防
衛
監
察
委
員
の
統
制
権
の
範
囲
内
に
含
ま
れ
て
い
る
と
み
な
さ

　
　
（
1
5
）

れ
て
い
る
。
「
内
部
指
揮
の
原
則
」
と
い
う
用
語
は
、
防
衛
監
察
委
員
に
関
す
る
法
律
に
始
め
て
登
場
し
、
し
か
も
同
法
で
一
回
限
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

用
い
ら
れ
で
お
り
、
立
法
者
は
そ
の
法
的
定
義
を
し
な
か
っ
た
の
で
、
防
衛
監
察
委
員
と
国
防
大
臣
と
の
権
限
を
め
ぐ
る
紛
争
の
一
因

　
　
　
（
1
7
）

に
も
な
っ
た
。

　
元
来
、
「
内
部
指
揮
の
原
則
」
は
連
邦
国
防
軍
の
改
革
の
た
め
の
概
念
で
あ
り
、
連
邦
国
防
軍
の
内
部
領
域
に
お
い
て
、
（
1
）
軍
隊

　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
1
8
）

の
機
能
性
、
（
2
）
法
治
国
家
の
原
則
の
下
に
内
部
秩
序
を
整
理
し
秩
序
付
け
す
る
こ
と
、
を
保
証
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
後
者
が
意
味
す
る
国
防
軍
の
民
主
化
は
、
以
下
の
二
つ
の
側
面
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
基
本
法
の
価
値
観
を
軍
の
基
礎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
秩
序
の
基
礎
と
し
て
の
「
人
間
の
尊
厳
」
の
保
障
で
あ
る
。
第
二
に
、
「
内
部
指
揮
の
原
則
」

に
従
い
、
軍
は
国
家
・
社
会
秩
序
に
受
け
入
れ
ら
れ
よ
う
と
す
る
努
力
を
行
う
。
つ
ま
り
、
市
民
と
軍
人
と
の
分
離
（
す
き
ま
風
）
を

克
服
し
、
軍
部
と
民
主
主
義
、
国
家
と
軍
隊
、
連
邦
国
防
軍
と
社
会
と
の
緊
張
を
除
去
、
緩
和
せ
ん
と
す
る
「
統
合
の
プ
ロ
セ
ス
」
で



（
2
0
＞

あ
る
。

　
第
　
の
意
味
で
、
防
衛
刑
法
（
≦
－
①
耳
ω
q
慾
ひ
q
Φ
ω
Φ
臼
）
は
、
部
下
を
〔
人
間
の
〕
尊
厳
に
反
す
る
仕
方
で
扱
っ
た
者
を
刑
事
罰
の
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
V

象
と
し
（
第
三
一
条
第
一
項
）
、
更
に
、
人
間
の
尊
厳
に
反
す
る
命
令
の
拘
束
力
を
（
即
時
に
）
否
定
し
た
（
第
二
二
条
第
一
項
V
。
一

九
五
七
年
に
制
定
さ
れ
た
防
衛
刑
法
第
三
一
条
第
一
項
は
、
当
初
、
「
故
意
に
、
部
下
を
〔
人
間
の
〕
尊
厳
に
反
し
て
扱
っ
た
者
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
∀

み
を
刑
罰
の
対
象
と
し
て
い
た
が
、
一
九
七
四
年
に
当
時
の
S
P
D
・
自
由
民
主
党
（
F
D
P
）
政
権
は
本
規
定
を
改
正
し
、
故
意
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

の
要
件
を
削
除
し
、
結
果
責
任
と
し
た
。
ま
た
、
既
に
、
一
九
五
六
年
の
軍
人
法
は
、
第
一
一
条
で
、
「
人
間
の
尊
厳
に
反
す
る
命
令

に
従
わ
な
か
っ
た
と
し
て
も
不
服
従
と
は
み
な
さ
れ
な
い
」
と
明
記
し
て
、
間
接
的
に
人
間
の
尊
厳
に
反
す
る
命
令
に
服
す
べ
き
で
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

い
こ
と
を
規
定
し
、
同
法
の
第
一
二
条
は
、
同
僚
の
〔
人
間
の
〕
尊
厳
を
尊
重
す
べ
き
義
務
を
定
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
防
衛
監
察
委
員
法
論
五
条
第
一
項
に
よ
れ
ば
、
連
邦
議
会
と
そ
の
防
衛
委
員
会
は
、
防
衛
監
察
委
員
の
職
務
の
一
般
方
針
を
定
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

に
際
し
て
、
あ
わ
せ
て
「
内
部
指
揮
の
原
則
」
も
定
義
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
（
与
野
党
間
で
の
）
政
治
的
対
立
の
故
に
、
一
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

の
拘
束
力
を
持
っ
た
解
釈
を
行
え
な
い
虞
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
基
本
権
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
「
内
部
指
揮
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

原
則
」
を
付
随
的
に
確
定
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
、
あ
く
ま
で
も
事
後
的
検
討
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
法
文
に
明
確
な
定
義
の
な
い
「
内
部
指
揮
の
原
則
」
は
、
主
と
し
て
、
防
衛
監
察
委
員
の
年
次
報
告
書
を
通
じ
て
確
定
さ
れ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
∀

に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
内
部
指
揮
の
原
則
」
を
具
体
化
す
る
任
務
自
体
を
、
防
衛
監
察
委
員
自
身
が
担
う
と
い
う
、
（
西
）
ド
イ
ツ

に
お
い
て
は
新
た
に
創
設
さ
れ
た
、
当
該
制
度
特
有
の
進
展
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
六
八
年
の
年
次
報
告
書
で
、
時
の
防
衛
監
察
委
員
M
・
ホ
ー
デ
ン
（
ζ
寒
蘭
甑
霧
国
o
o
α
q
9
）
は
、
「
内
部
指
揮
の
原
則
」
を
三

つ
の
領
域
に
区
分
し
た
。
す
な
わ
ち
、
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（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察

　
（
1
）
統
合
　
　
　
　
軍
隊
を
国
家
お
よ
び
社
会
の
一
員
と
し
て
編
入
す
る
こ
と

　
（
2
）
組
織
　
　
　
　
軍
隊
の
構
造
に
技
術
を
反
映
さ
せ
る
こ
と

　
（
3
）
相
互
作
用
i
上
官
と
部
下
の
よ
り
良
き
関
係

で
あ
る
。
こ
の
年
次
報
告
書
は
、
防
衛
委
員
会
お
よ
び
連
邦
議
会
の
同
意
を
得
て
、
そ
の
後
、
事
実
上
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
．
ケ
ー
ス
と

　
（
2
9
）

な
っ
た
。

　
（
一
九
六
五
年
か
ら
二
九
七
〇
年
ま
で
防
衛
監
察
委
員
を
務
め
た
）
M
・
ホ
ー
デ
ン
は
、
一
九
六
九
年
二
月
に
提
出
し
た
、
こ
の
一

九
六
八
年
の
年
次
報
告
書
の
末
尾
で
、
（
彼
が
理
解
し
た
）
ω
統
合
、
②
組
織
團
相
互
作
用
の
三
者
か
ら
な
る
、
「
内
部
指
揮
の
原

則
」
を
体
系
的
に
構
成
す
る
た
め
に
、
以
下
の
よ
う
な
図
表
を
用
い
た
視
覚
的
な
描
写
を
試
み
た
。

　
M
・
ホ
ー
デ
ン
に
よ
れ
ば
、
複
雑
な
「
内
部
指
揮
の
原
則
」
の
問
題
は
、
そ
の
本
質
的
な
根
本
的
特
質
に
お
い
て
、
構
想
図
を
用
い

て
把
握
で
き
る
。
こ
の
単
純
化
さ
れ
た
表
現
形
式
は
、
文
章
で
示
さ
れ
た
描
写
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
有
益
で
あ
る
。
「
内
部
指

揮
の
原
則
」
の
主
要
な
領
域
で
あ
る
、
ω
統
合
、
②
組
織
、
㈹
相
互
作
用
を
視
覚
的
に
摘
要
し
て
体
系
化
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
第
一

に
、
学
習
用
の
記
述
や
教
育
的
な
参
考
資
料
と
な
る
。
以
下
の
構
想
図
は
、
と
り
わ
け
部
隊
に
お
い
て
、
「
内
部
指
揮
の
原
則
」
を
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
3
0
∀

り
具
体
的
に
制
度
化
す
る
た
め
に
有
用
で
あ
る
。
か
よ
う
に
述
べ
て
、
M
・
ホ
ー
デ
ン
は
、
以
下
の
図
表
1
1
1
、
2
、
3
を
提
示
し

た
。　

図
表
1
1
1
は
、
ド
イ
ツ
の
社
会
に
お
け
る
多
様
な
社
会
領
域
の
組
み
合
わ
せ
を
、
相
互
に
関
係
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
相
互

作
用
、
相
関
・
依
存
関
係
の
中
心
に
は
、
ド
イ
ツ
の
国
家
生
活
と
社
会
生
活
に
刻
印
さ
れ
た
、
（
私
見
に
よ
れ
ば
、
「
基
本
権
中
心
主

義
」
と
も
言
い
う
る
）
基
本
法
の
価
値
秩
序
が
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
。
各
社
会
領
域
は
、
当
該
社
会
領
域
の
課
題
と
機
能
か
ら
生
じ
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図表1－1：軍事制度の社会全体への統合の構図

　　　　　　本図表は、β7LZ）γ～‘c々∫α‘ソzピ評3912　S．49，による。

　　図表1－2：軍事制度の組織

　　　　　　軍の組織

a）形式的な　　　　　　　　b）機能L
　ヒエラルキー　　　　　　　　の構造

時代の趨勢

本図表は、βコ町Dγ～‘‘々5αぐ’～ρ5！391aS．50．による。
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図表1－3　軍事制度の相互利用

適　用
・∫能性

　反復反応の状況
（武器使用時の反復訓練

や機能ヒの儀礼的公務）

　危険状況
（戦闘準備体制．ド〉

正常な状況

L　官
の行動：

　地位に
応じた（職務）

　　権威

lE式の
ト官

　⊥E式の

（外的）規律

人格的

な権威
略式の
　ト宮

自己規律
機能ヒ
の権威

事物を
　　　　　　規範的な
理解した
　　　　　客観的規律
共働者

鞭
－
－
C
蟹
羅
砿
榔
籔
鯉
箪
握
気
’
ヤ
缶
（
9
）

部　ド
の行動：

　伝統的な
手旨主軍ス．タイル

服従の強制
　　　と

反復反応行動

　八二的な
指揮スタイル

服従の同意
　　と
安チ意向くJ責f壬

　協力的な
指揮スタイル

客観的服従
　　　と

責任ある共働

時代の趨勢 9
本図表は、87Σ∠）η伯馳πご1紹混2912㌧S．5正．による。



る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
的
な
目
標
設
定
を
持
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
軍
隊
の
目
標
設
定
は
、
憲
法
上
認
定
さ
れ
た
防
衛
の
任
務
に
（
私

見
に
よ
れ
ば
、
政
治
的
に
中
立
的
な
立
場
か
ら
）
貢
献
し
て
、
（
議
会
の
政
治
的
な
統
制
の
下
で
）
政
府
が
政
治
的
に
執
行
す
る
平
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

の
保
障
に
資
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
な
お
、
第
一
に
ド
イ
ツ
で
は
（
日
本
に
お
け
る
「
文
民
統
制
」
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
）
「
政
治
の
優
位
（
℃
誌
ヨ
讐
α
巽

℃
o
憂
涛
）
」
や
「
議
会
統
制
（
娼
費
訂
日
①
昌
胃
冨
。
げ
Φ
囚
。
づ
樽
「
o
濠
）
」
と
い
う
概
念
が
確
立
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
議
会
の
執
行
府
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
∀

対
す
る
統
制
（
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）
機
能
の
充
実
は
、
ナ
チ
ス
時
代
の
歴
史
へ
の
反
省
か
ら
唱
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
政
治
の
優
位
」

や
「
議
会
統
制
」
と
い
う
概
念
が
、
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
ω
予
算
に
対
す
る
連
邦
議
会
の
統
制
、
②
連
邦
議
会
に
対
し
て

（
究
極
的
に
）
責
任
を
負
う
、
連
邦
国
防
大
臣
、
連
邦
首
相
が
有
す
る
命
令
・
指
揮
権
へ
の
（
連
邦
議
会
の
間
接
的
）
統
制
、
㈹
連
邦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

議
会
の
防
衛
委
員
会
と
連
邦
議
会
の
防
衛
監
察
委
員
が
行
う
統
制
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
政
治
の
優
位
」
と
は
、
　
（
私
見
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

換
言
す
れ
ば
）
「
議
会
政
治
の
優
位
」
で
あ
る
。
ま
た
、
ω
防
衛
事
態
（
す
な
わ
ち
、
連
邦
領
域
が
武
力
で
攻
撃
さ
れ
る
か
、
ま
た
は

そ
の
切
迫
し
た
直
接
的
な
危
険
が
あ
る
こ
と
）
の
確
定
は
、
連
邦
政
府
の
申
し
立
て
に
基
づ
い
て
、
原
則
と
し
て
連
邦
議
会
（
投
票
数

の
三
分
の
二
の
多
数
、
少
な
く
と
も
連
邦
議
会
議
員
［
の
定
数
］
の
過
半
数
を
同
意
に
要
す
）
と
連
邦
参
議
院
の
両
者
が
行
う
（
基
本

法
第
一
一
五
a
条
第
一
項
）
。
万
一
、
そ
れ
が
で
き
な
い
時
に
は
、
「
合
同
委
員
会
（
基
本
法
第
五
三
a
条
に
規
定
さ
れ
た
、
三
分
の
二

の
委
員
が
連
邦
議
会
会
派
の
勢
力
に
比
例
し
た
連
邦
議
会
議
員
か
ら
、
残
り
の
三
分
の
一
の
委
員
が
連
邦
参
議
院
の
各
州
（
ラ
ン
ト
）

一
名
の
代
表
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
合
議
制
機
関
）
」
が
、
（
投
票
数
の
三
分
の
二
の
多
数
、
少
な
く
と
も
委
員
［
の
定
数
］
の
過
半
数
の

同
意
を
得
て
）
防
衛
事
態
で
あ
る
と
確
定
す
る
（
基
本
法
第
一
一
五
a
条
第
二
項
）
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
事
態
が

生
じ
て
も
、
究
極
的
に
議
会
が
責
任
を
負
う
体
制
が
確
立
し
て
い
る
。
か
よ
う
な
防
衛
事
態
の
確
定
手
続
き
に
よ
っ
て
、
軍
隊
に
対
す
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（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

る
命
令
・
指
揮
権
は
、
平
時
に
お
け
る
連
邦
国
防
大
臣
の
管
轄
を
離
れ
、
連
邦
首
相
に
移
る
の
で
あ
る
（
基
本
法
第
一
一
五
b
条
）
。

　
次
い
で
第
二
に
、
多
様
な
社
会
領
域
の
中
心
に
位
置
す
る
基
本
法
の
価
値
秩
序
、
す
な
わ
ち
「
ド
イ
ツ
の
憲
法
秩
序
の
根
本
に
位
置

す
る
価
値
」
と
は
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
「
人
間
の
尊
厳
、
人
身
の
自
由
、
平
等
と
正
義
の
原
則
を
基
本
方
針
と
す
る
、
法
の
支
配
で

あ
る
」
。
そ
れ
故
に
、
「
ω
国
家
と
国
家
制
度
は
、
人
間
の
尊
厳
を
守
り
、
保
護
す
る
。
②
国
家
と
国
家
制
度
は
、
人
間
の
自
己
責
任
を

促
進
し
、
人
間
の
自
由
な
良
心
に
方
向
付
け
ら
れ
、
法
と
法
律
に
妥
当
さ
れ
た
決
定
を
尊
重
す
る
。
㈹
国
家
と
国
家
制
度
は
、
個
人
の

自
由
を
、
基
本
法
、
法
律
と
法
律
か
ち
派
生
し
た
規
定
が
明
示
的
に
許
容
す
る
場
合
に
の
み
制
限
す
る
」
、
と
一
九
九
三
年
二
月
に
文

書
化
さ
れ
た
『
連
邦
国
防
軍
の
中
央
職
務
部
規
定
一
〇
／
一
u
内
部
指
揮
』
は
記
し
て
い
る
。
更
に
続
け
て
、
こ
の
文
書
は
「
自
由
で

民
主
的
な
基
本
秩
序
の
存
立
、
特
に
基
本
法
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
人
権
の
保
障
の
前
提
と
な
る
の
が
、
自
由
の
内
に
あ
る
平
和

（
即
凶
Φ
α
Φ
昌
ぎ
閃
お
テ
①
凶
叶
）
の
維
持
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
西
側
民
主
国
の
「
自
由
」
を
護
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

上
記
の
自
己
規
定
が
「
ド
イ
ツ
軍
の
目
標
を
設
定
し
、
ド
イ
ツ
軍
の
正
当
化
の
基
盤
と
な
る
の
で
あ
る
」
。

　
図
表
1
－
2
は
、
軍
隊
の
領
域
に
お
け
る
技
術
革
新
の
影
響
と
、
そ
の
結
果
生
じ
た
帰
結
を
説
明
し
て
い
る
。
技
術
化
さ
れ
る
以
前

の
時
代
に
見
ら
れ
た
軍
隊
の
「
形
式
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
」
は
、
今
日
、
部
下
が
専
門
的
知
識
を
習
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
組
織
内
で

よ
り
高
次
に
位
置
す
る
価
値
を
理
解
す
る
に
至
る
、
「
機
能
に
準
じ
た
構
造
」
に
ま
す
ま
す
転
化
し
て
い
る
。
こ
の
構
造
は
、
今
な
お

「
命
令
と
服
従
の
構
造
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
は
い
る
が
、
例
え
ば
チ
ー
ム
作
業
な
ど
が
意
義
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
「
パ
ー
ト
ナ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

と
し
て
の
協
力
」
と
い
う
思
考
が
、
従
来
よ
り
も
、
よ
り
強
く
訓
練
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　
図
表
1
i
3
は
、
「
伝
統
的
な
指
揮
の
ス
タ
イ
ル
」
か
ら
「
協
力
的
な
指
揮
の
ス
タ
イ
ル
」
へ
至
る
、
時
代
の
流
れ
の
趨
勢
を
図
示

し
て
い
る
。
「
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
協
力
」
と
い
う
思
考
は
、
「
伝
統
的
な
指
揮
の
ス
タ
イ
ル
」
や
「
入
格
的
な
指
揮
の
ス
タ
イ
ル
」
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に
お
い
て
も
、
限
定
的
で
は
あ
る
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
思
考
方
式
は
、
近
代
的
な
技
術
を
具
備
し
た
軍
隊
に
ふ
さ
わ
し
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

人
間
指
揮
の
方
法
で
あ
る

　
］
九
七
〇
年
か
ら
一
九
七
五
年
ま
で
防
衛
監
察
委
員
を
務
め
た
F
・
R
・
シ
ュ
ル
ツ
（
周
葺
N
即
二
α
o
罵
ω
9
巳
N
）
が
報
告
し
た
、

一
九
七
二
年
の
年
次
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
「
内
部
指
揮
の
原
則
」
の
目
標
は
、
軍
人
を
近
代
的
な
人
間
指
揮
の
原
理
の
下
に
置
く
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
内
部
指
揮
の
原
則
」
は
、

　
（
1
）
軍
人
を
、
基
本
法
の
価
値
秩
序
に
従
っ
て
国
家
・
社
会
関
係
に
置
き
、

　
（
2
）
軍
人
を
、
事
物
に
則
し
て
機
能
す
る
軍
隊
構
造
に
編
入
し
、

　
（
3
）
軍
人
に
対
し
、
軍
人
に
ふ
さ
わ
し
い
国
家
の
福
利
厚
生
を
保
障
し
、

　
（
4
）
軍
人
の
、
上
官
、
部
下
お
よ
び
同
僚
と
の
関
係
を
規
律
し
、
そ
れ
に
影
響
を
及
ぼ
す
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

す
べ
て
の
軍
人
に
関
す
る
措
置
と
行
動
様
式
と
を
、
包
括
す
る
概
念
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
「
内
部
指
揮
の
原
則
」
は
、
「
防
衛
監
察
委
員
法
器
一
条
第
三
項
の
意
味
で
は
損
な
わ
れ
う
る
が
、
法
的
再
審
査
と
法
的

強
制
力
が
必
ず
し
も
及
ば
な
い
一
般
的
行
為
規
範
」
で
あ
る
と
、
拡
張
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
二
九
七
二
年
と
一
九

　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

七
四
年
の
年
次
報
告
書
）
。

　
一
方
、
一
九
七
八
年
の
年
次
報
告
書
は
、
「
内
部
指
揮
の
原
則
」
の
法
規
筋
性
を
認
め
た
が
、
こ
の
法
規
範
の
排
他
的
な
拡
張
を
否

定
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
内
部
指
揮
の
原
則
」
が
損
な
わ
れ
た
場
合
に
、
防
衛
監
察
委
員
が
行
う
統
制
機
能
は
、
軍
人
に
対
し
て
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

め
ら
れ
た
権
利
の
保
障
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
り
、
軍
人
は
防
衛
監
察
委
員
以
外
の
救
済
手
段
－
例
え
ば
防
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

不
服
申
し
立
て
制
度
1
も
利
用
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
一
九
七
八
年
の
年
次
報
告
書
は
以
下
の
よ
う
な
定
義
を
行
っ
て
い
る
。
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（西）ドイツ防衛監察委員制度の一一・考察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
ん
ぺ
い

内
部
指
揮
（
の
原
則
）
は
、
国
民
の
自
由
権
と
法
律
に
基
づ
い
た
軍
人
の
義
務
と
の
間
の
緊
張
状
態
を
、
部
隊
の
掩
蔽
機
能

（
∪
⑦
o
巨
⇒
ひ
q
）
が
不
可
能
に
な
ら
な
い
限
り
、
両
者
の
領
域
を
最
も
広
範
に
わ
た
っ
て
矛
盾
な
き
よ
う
に
し
て
、
当
該
緊
張
状
態

を
除
去
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
内
部
指
揮
（
の
原
則
）
は
、
軍
人
を
社
会
に
統
合
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
執
行
部
の
一
部
門
と
し
て
の
連
邦
国
防
軍
は
、

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
国
家
秩
序
に
法
的
に
編
入
さ
れ
て
い
る
。
連
邦
国
防
軍
は
、
政
治
の
優
位
（
勺
『
一
曲
餌
什
　
山
Φ
『
　
℃
O
＝
一
一
ア
）
の

下
に
あ
り
、
議
会
の
統
制
に
服
し
、
政
治
的
に
も
社
会
的
に
も
正
当
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
て
い
る
。
軍
人
は
、
我
が
国
に
お
け
る
、

政
治
的
、
精
神
的
、
文
化
的
お
よ
び
、
社
会
的
生
活
と
そ
の
変
遷
に
参
与
す
る
。

　
内
部
指
揮
（
の
原
則
）
は
、
連
邦
国
防
軍
の
軍
人
に
我
が
国
の
国
家
秩
序
の
価
値
を
意
識
せ
し
め
、
軍
人
が
自
ら
の
軍
事
的
任

務
を
納
得
し
た
上
で
達
成
し
、
基
本
法
の
秩
序
が
意
味
す
る
法
（
勾
Φ
o
算
）
、
自
由
（
写
①
ぎ
Φ
ご
、
人
間
の
尊
厳
（
ζ
Φ
亭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
よ
う

ω
o
び
Φ
p
芝
煮
畠
①
）
を
防
衛
す
る
決
意
を
滴
養
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
r
承
す
べ
き
こ
と
は
、
も
っ
ぱ
ら
我
が
国
の
国
家
制
度

と
国
家
機
関
に
つ
い
て
の
知
識
の
み
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
と
り
わ
け
我
が
国
の
価
値
秩
序
並
び
に
ド
イ
ツ
の
政
治
史
上
の
発
展
、

お
よ
び
連
邦
共
和
国
の
自
由
主
義
世
界
へ
の
編
入
に
つ
い
て
の
観
念
（
＜
o
話
8
＝
二
P
ひ
q
）
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
。
軍
人
自
ら
が
、

根
拠
の
あ
る
政
治
的
判
断
を
行
う
能
力
を
も
つ
べ
き
で
あ
り
、
政
治
的
意
志
が
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
し
て

決
定
が
下
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
知
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
内
部
指
揮
（
の
原
則
）
は
、
技
術
的
変
遷
、
専
門
化
、
合
理
化
、
中
央
集
権
化
の
必
然
性
お
よ
び
合
目
的
的
な
軍
事
的
指
揮
の

必
要
性
を
考
慮
し
た
上
で
、
個
々
の
人
間
が
責
任
あ
る
、
独
立
し
た
人
間
で
あ
り
、
価
値
あ
る
人
間
で
あ
る
と
判
明
し
、
か
つ
強

固
な
ら
し
め
ら
れ
る
、
（
か
よ
う
な
）
組
織
・
意
志
疎
通
形
態
を
発
展
せ
し
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
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て
始
め
て
、
時
代
に
適
合
し
た
人
間
の
指
揮
が
可
能
に
な
る
。
責
任
あ
る
人
間
が
そ
の
任
務
領
域
を
独
自
に
達
成
す
る
こ
と
が
で

　
　
き
、
上
官
と
部
下
の
関
係
な
ら
び
に
同
僚
レ
ベ
ル
で
の
関
係
が
人
格
的
に
発
展
し
う
る
余
裕
を
残
し
、
上
位
の
任
務
が
持
つ
技
術

　
　
的
機
能
と
の
個
別
的
な
関
連
性
を
最
終
的
に
明
確
に
し
う
る
、
指
揮
構
造
が
創
設
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
「
協
力
的
な
指
揮
方
式
」
と
「
任
務
と
な
る
戦
術
の
実
践
」
が
必
要
で
あ
る
。
福
利
厚
生
は
、
成
年
に
達
し
た
国
民
が
持
つ
、

　
　
我
が
国
の
憲
法
の
理
念
上
の
理
想
像
（
】
じ
Φ
一
軒
σ
＝
仙
）
に
則
っ
て
、
方
向
付
け
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
内
部
指
揮
（
の
原
則
）
は
、
常
に
形
成
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
な
の
で
あ
る
。
当
該
形
成
に
お
い
て
決
定
的
な
の
は
、
我
が
国
の
憲

　
　
法
の
価
値
秩
序
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
政
治
的
、
社
会
的
発
展
の
状
況
で
あ
り
、
軍
事
技
術
領
域
に
お
け
る
変

　
　
遷
の
成
果
で
あ
る
。

　
　
　
内
部
指
揮
（
の
原
則
）
は
、
軍
隊
の
出
動
準
備
能
力
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
内
部
指
揮
（
の
原
則
）
は
、
あ
ら

　
　
ゆ
る
レ
ベ
ル
で
の
、
す
べ
て
の
軍
事
的
指
揮
に
と
っ
て
の
、
不
可
分
な
部
分
で
あ
り
、
特
殊
軍
事
的
な
任
務
と
当
該
任
務
に
内
在

　
　
す
る
政
治
的
次
元
と
を
結
合
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
内
部
指
揮
（
の
原
則
）
は
、
す
べ
て
の
上
官
が
行
う
指
揮
行
動
に
と
っ
て

　
　
の
精
神
的
枠
組
で
あ
り
、
同
時
に
指
揮
官
に
と
っ
て
の
行
為
規
範
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
定
義
し
た
の
は
、
一
九
七
〇
年
以
来
年
次
報
告
書
の
審
議
に
S
P
D
所
属
連
邦
議
会
議
員
（
議
員
と
し
て
は
一
九
五
七

年
か
ら
七
五
年
ま
で
在
職
）
と
し
て
参
与
し
、
一
九
七
五
年
以
来
一
九
八
五
年
ま
で
の
防
衛
監
察
委
員
の
職
責
を
担
っ
た
ベ
ル
ク
ハ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
V

（
訳
費
〒
芝
　
7
2
ヨ
じ
d
①
葺
『
き
）
で
あ
る
。
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（
3
）
軍
人
に
対
す
る
訴
願
権
（
田
辺
α
q
9
σ
①
器
。
算
）
の
周
知
徹
底
に
つ
い
て

（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察

　
連
邦
国
防
省
が
一
九
八
四
年
二
月
九
日
に
指
令
し
（
一
九
八
七
年
八
月
一
二
日
に
改
訂
さ
れ
）
た
『
部
隊
と
防
衛
監
察
委
員
』
と
称

す
る
内
部
文
書
は
、
「
す
べ
て
の
軍
人
は
、
基
本
教
育
の
冒
頭
と
、
本
隊
へ
の
転
属
に
際
し
て
新
た
に
、
防
衛
監
察
委
員
の
任
務
と
権

限
に
つ
い
て
教
育
を
受
け
る
」
（
第
D
章
第
一
〇
条
）
と
定
め
、
更
に
、
そ
の
際
に
以
下
に
各
事
項
（
原
則
と
し
て
意
訳
）
が
、
特
に
、

指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

　
（
a
）
す
べ
て
の
軍
人
は
、
直
接
に
、
軍
務
の
進
行
を
中
断
す
る
こ
と
な
く
、
訴
願
を
防
衛
監
察
委
員
に
対
し
て
申
し
出
る
権
利
を
有

　
　
　
す
る
。
防
衛
監
察
委
員
の
住
所
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
連
邦
議
会
防
衛
監
察
委
員
、
バ
ス
タ
イ
通
り
七
〇
、
五
三
〇
〇
、
ボ
ン
　
ニ
。

　
（
b
）
軍
人
は
、
佃
人
で
の
み
、
防
衛
監
察
委
員
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
c
）
匿
名
の
訴
願
は
受
理
さ
れ
な
い
。
（
防
衛
監
察
委
員
法
第
八
条
）

　
（
d
）
軍
人
が
、
（
当
該
軍
人
自
身
に
対
し
て
、
職
務
上
、
）
懲
戒
権
を
有
す
る
上
官
に
関
し
て
訴
願
書
を
作
成
し
た
場
合
に
は
、
訴

　
　
　
願
書
の
作
成
に
先
立
っ
て
助
言
と
補
助
的
救
済
手
段
が
確
保
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
当
該
上
官
が
、
命
令
、
威
嚇
、
約
束
、
贈

　
　
　
賄
な
い
し
そ
の
他
の
義
務
に
違
反
す
る
手
段
で
、
部
下
が
防
衛
監
察
委
員
に
申
し
出
る
の
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
か
、
訴
願
を

　
　
　
抑
圧
す
る
こ
と
は
、
職
務
違
反
で
あ
り
、
防
衛
刑
法
第
三
五
条
が
定
め
る
刑
罰
の
対
象
で
も
あ
る
。
か
よ
う
な
事
例
の
場
合
に

　
　
　
ま
、
そ
わ
殺
茎
テ
鳥
も
刊
罰
乃
吋
象
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
で
な
く
て
も
、
職
務
違
反
と
み
な
さ
れ
る
。
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（
e
）
軍
人
は
、
防
衛
監
察
委
員
に
訴
願
を
行
っ
た
と
い
う
理
由
で
、
損
失
を
被
ら
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
（
但
し
、
）
当
該
訴
願
が
、

　
　
　
職
務
義
務
違
反
や
名
誉
駿
損
、
誹
誘
な
ど
の
刑
罰
の
対
象
を
含
ん
で
い
る
場
合
に
は
、
職
務
違
反
と
し
て
懲
戒
処
分
が
下
さ
れ

　
　
　
た
り
、
あ
る
い
は
刑
事
裁
判
（
提
起
の
理
由
）
と
し
て
訴
追
さ
れ
う
る
。

　
（
f
）
（
機
密
事
項
お
よ
び
そ
の
他
の
秘
密
と
さ
れ
る
”
意
訳
V
V
S
－
N
f
D
以
上
の
ラ
ン
ク
の
事
項
は
、
防
衛
監
察
委
員
へ
の
訴
願

　
　
　
に
記
載
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
訴
願
者
の
観
点
か
ら
、
か
か
る
状
況
を
伝
達
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

　
　
　
軍
人
は
こ
の
点
に
つ
き
防
衛
監
察
委
員
に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
軍
人
は
、
防
衛
監
察
委
員
法
第
七
条
が
定
め
る
訴
願
と
は
別
個
に
、
基
本
法
第
一
七
条
に
基
づ
い
て
、
議
会
に
対
し
て
請
願

（
じ
d
一
雰
Φ
）
ま
た
は
不
服
申
し
立
て
（
じ
d
①
ω
o
ゴ
≦
Φ
a
①
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
防
衛
不
服
申
し
立
て
規
則
に
基
づ
い
て
、
防
衛
不
服
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
V

し
立
て
を
上
級
懲
戒
機
関
に
対
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
基
本
法
第
一
七
条
と
、
防
衛
監
察
委
員
に
対
す
る
軍
人
の
訴
願
権
と
の
法
的
関
係
は
、
一
般
的
な
請
願
権
（
基
本
法
第
一
七
条
）
と
、

当
該
請
願
権
の
特
別
形
式
（
軍
人
の
防
衛
監
察
委
員
に
対
す
る
訴
願
権
）
と
し
て
、
通
常
把
握
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
各
人

は
、
個
人
ま
た
は
他
人
と
土
ハ
申
し
て
、
文
書
に
よ
り
管
轄
機
関
お
よ
び
議
会
に
対
し
、
請
願
し
、
不
服
申
し
立
て
を
行
う
権
利
を
有
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
V

る
」
と
定
め
る
、
基
本
法
第
］
七
条
が
、
防
衛
監
察
委
員
に
対
す
る
軍
人
の
訴
願
権
の
憲
法
上
の
法
源
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
当
初
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
・
社
会
同
盟
（
C
D
U
／
C
S
U
）
は
、
防
衛
監
察
委
員
法
の
制
定
過
程
で
、
防
衛
監
察
委
員
の
権
限
を
、

も
っ
ぱ
ら
連
邦
議
会
に
代
っ
て
請
願
を
受
け
入
れ
、
請
願
に
関
し
て
調
査
す
る
機
能
の
み
に
限
定
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
S
P
D

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

は
、
基
本
法
第
一
七
条
に
依
拠
し
た
独
立
機
関
と
し
て
の
、
よ
り
強
い
防
衛
監
察
委
員
の
法
的
地
位
を
主
張
し
た
。

　
両
党
の
対
立
は
、
通
常
、
基
本
法
第
四
五
b
条
に
記
さ
れ
た
、
二
重
の
地
位
（
∪
O
O
℃
色
。
。
8
＝
ニ
コ
ひ
q
）
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。 78



（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察

　
基
本
法
第
四
五
b
条
は
、
「
基
本
権
を
保
護
す
る
た
め
、
お
よ
び
、
連
邦
議
会
が
議
会
に
よ
る
統
制
を
行
う
場
合
の
補
助
機
関
と
し

て
」
、
防
衛
監
察
委
員
を
位
置
付
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
防
衛
監
察
委
員
は
、
↓
方
で
、
連
邦
議
会
の
下
部
機
関
で
あ
る
が
、
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
∀

方
で
は
、
連
邦
議
会
に
対
し
て
相
対
的
に
固
有
の
責
任
を
担
っ
た
地
位
を
占
め
、
基
本
権
の
侵
害
な
ど
に
対
し
て
は
独
自
の
羅
束
的
裁

量
に
よ
っ
て
対
処
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
政
党
間
の
異
な
れ
る
立
場
か
ら
、
二
重
性
を
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
限
界
が
設
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

　
当
初
、
防
衛
監
察
委
員
法
第
一
条
は
、
単
に
、
「
防
衛
監
察
委
員
は
、
基
本
法
第
四
五
b
条
の
任
務
を
遂
行
す
る
」
と
定
め
、
二
重

の
地
位
を
容
認
し
う
る
文
言
で
あ
っ
た
が
、
｝
九
八
二
年
六
月
に
、
末
期
の
S
P
D
・
F
D
P
政
権
下
で
行
わ
れ
た
法
改
正
に
よ
り
、

「
議
会
が
議
会
に
よ
る
統
制
を
行
う
場
A
口
の
補
助
機
関
」
と
の
み
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
デ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
（
O
晋
8
「
U
三
二
σ
q
）
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
二
重
の
機
能
か
ら
当
然
、
二
重
の
地
位
が
生
じ
る
」
と
い
う
考

（
5
0
）

え
方
が
、
放
棄
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
G
・
デ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
は
、
い
わ
ゆ
る
二
重
の
機
能
・
地
位
説
は
、
単
に
、
防
衛
監

察
委
員
が
行
動
を
開
始
す
る
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
防
衛
監
察
委
員
は
、
連
邦
議
会
な
い

し
そ
の
防
衛
委
員
会
の
指
示
に
基
づ
い
て
行
動
を
開
始
す
る
（
防
衛
監
察
委
員
法
眼
一
条
第
二
項
）
か
、
独
自
の
羅
量
的
裁
量
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

て
行
動
に
着
手
す
る
（
同
法
第
一
条
第
三
項
）
の
で
あ
る
。

　
G
・
デ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
仮
に
、
防
衛
監
察
委
員
が
基
本
権
の
保
護
を
目
的
と
す
る
、
独
立
し
た
憲
法
機
関
と

し
て
機
能
す
る
な
ら
ば
、
基
本
法
第
二
〇
条
第
二
項
が
定
め
る
三
権
分
立
制
度
の
枠
組
み
を
越
え
て
、
三
権
に
並
ぶ
防
衛
監
察
委
員
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

究
極
的
に
は
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
G
・
デ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
は
、
防
衛
監
察
委
員
が
固
有
の
第
四
の
権
力
で
な
い
こ
と
の
理
由
と

し
て
、
防
衛
監
察
委
員
が
連
邦
議
会
（
議
長
）
に
よ
っ
て
形
式
上
、
任
命
さ
れ
、
か
つ
場
合
に
よ
っ
て
は
罷
免
さ
れ
る
こ
と
（
防
衛
監
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察
委
員
法
第
一
五
条
）
を
挙
げ
て
い
る
。
も
し
、
第
四
の
権
力
で
あ
る
な
ら
ば
、
（
儀
礼
的
な
国
家
元
首
で
あ
る
）
連
邦
大
統
領
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
∀

っ
て
形
式
的
に
は
任
免
さ
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
学
説
上
の
「
二
重
の
地
位
」
と
い
う
背
景
の
下
に
改
正
さ
れ
た
、
｝
九
八
二
年
防
衛
監
察
委
員
法
第
〕
条
が

規
定
す
る
よ
う
に
、
防
衛
監
察
委
員
は
議
会
の
補
助
機
関
と
し
て
の
地
位
を
有
す
る
が
、
そ
の
機
能
が
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
と
り

わ
け
基
本
法
第
四
五
b
条
が
明
記
す
る
、
基
本
権
の
保
護
に
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
軍
事
サ
イ
ド
か
ら
は
、
軍
人
が
防
衛
監
察
委
員
に
対
し
て
直
接
に
申
し
出
る
訴
願
を
無
制
限
に
肯
定
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
問
題
が

投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
防
衛
不
服
申
し
立
て
手
続
き
に
よ
る
救
済
が
完
了
し
た
後
に
、
始
め
て
防
衛
監
察
委
員
に
対
す

る
訴
願
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
、
防
衛
監
察
委
員
に
よ
る
審
査
手
続
き
に
先
立
っ
て
、
防
衛
不
服
申
し

立
て
手
続
き
が
完
了
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
は
、
議
会
の
補
助
機
関
と
し
て
直
接
的
に
基
本
権
を
保
護
す
る
こ
と
を
、

軍
隊
の
外
か
ら
の
外
部
統
制
に
よ
っ
て
行
お
う
と
す
る
、
防
衛
監
察
委
員
制
度
の
基
本
理
念
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

E
・
ブ
ッ
シ
ュ
　
（
国
6
評
鋤
詳
し
d
場
6
ぴ
）
は
反
論
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
軍
事
オ
ン
ブ
ツ
マ
ン
制
度
の
よ
う
に
、
将
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弱
V

に
関
し
て
は
他
の
救
済
手
段
が
尽
き
て
い
る
こ
と
を
要
件
と
し
、
徴
兵
さ
れ
た
兵
士
の
権
利
保
護
を
第
｝
義
と
す
る
立
場
も
存
在
す
る
。

し
か
し
、
D
・
チ
ャ
イ
ル
ズ
（
O
”
＜
置
0
7
ま
ω
）
は
、
（
西
）
ド
イ
ツ
連
邦
国
防
軍
に
お
い
て
も
多
く
の
職
業
軍
人
が
防
衛
監
察
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

に
申
し
出
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
て
、
か
か
る
立
場
に
対
し
て
反
証
を
試
み
て
い
る
。
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（
4
）
防
衛
不
服
申
し
立
て
制
度
と
の
比
較

（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察

　
一
九
五
六
年
三
月
一
九
日
に
制
定
さ
れ
た
軍
人
の
法
的
地
位
に
関
す
る
法
律
（
軍
人
法
）
第
三
四
条
は
、
「
軍
人
は
、
不
服
申
し
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
V

て
を
行
う
権
利
を
有
す
る
。
詳
細
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
」
と
、
規
定
し
て
い
た
。
こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
、
同
年
＝
一
月
二
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
∀

日
に
防
衛
不
服
申
し
立
て
規
則
（
芝
①
ぼ
σ
Φ
ω
o
げ
≦
Φ
a
Φ
o
a
コ
¢
ロ
α
q
）
が
制
定
さ
れ
、
幾
つ
か
の
改
正
を
経
て
、
一
九
七
二
年
に
は
以
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

の
よ
う
に
改
訂
さ
れ
た
。
以
下
、
同
規
則
の
抜
粋
（
意
訳
）
で
あ
る
。

　
　
第
一
条
（
1
）
　
軍
人
は
、
土
官
ま
た
は
連
邦
国
防
軍
の
司
令
部
に
よ
っ
て
、
．
不
正
に
扱
わ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
、
同
僚
の
義
務
に
反
す

　
　
　
る
行
為
に
よ
っ
て
（
自
己
の
基
本
権
を
）
侵
害
さ
れ
た
と
思
う
場
合
に
は
、
不
服
申
し
立
て
（
手
続
き
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
共
同
で
の
不
服
申
し
立
て
ば
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
限
り
で
基
本
法
第
一
七
条
の
請
願
権
は
制
限
さ
れ
る
。

　
　
　
第
二
条
　
不
服
申
し
立
て
が
、
前
記
の
方
法
に
よ
ら
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
期
間
内
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
か
、
根
拠
な
き
不
服
申
し
立

　
　
　
て
を
行
っ
た
と
い
う
理
由
で
、
何
人
も
職
務
上
処
分
さ
れ
、
不
利
益
を
被
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
第
六
条
（
1
）
　
不
服
申
し
立
て
者
は
、
不
服
申
し
立
て
の
理
由
を
知
り
え
た
後
、
最
低
一
晩
を
経
過
し
た
後
に
不
服
申
し
立
て
を
行
う

　
　
　
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
二
週
間
以
内
に
不
服
申
し
立
て
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
不
服
申
し
立
て
ば
、
書
面
に
よ
り
、
あ
る
い
は
口
頭
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
る
。
口
頭
に
よ
る
場
合
に
は
調
書
を
作
成
す

　
　
　
る
も
の
と
し
、
調
書
は
、
不
服
申
し
立
て
受
領
者
と
不
服
申
し
立
て
者
の
署
名
を
要
す
る
。
調
書
に
つ
い
て
は
、
不
服
申
し
立
て
者
は
、

　
　
　
そ
の
要
求
に
よ
り
、
写
し
を
交
付
さ
れ
る
。

　
　
　
第
九
条
（
1
）
　
不
服
申
し
立
て
に
対
し
て
は
、
当
該
不
服
申
し
立
て
事
件
を
判
決
す
べ
き
上
級
懲
戒
機
関
が
判
断
す
る
。
連
邦
国
防
軍
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の
行
政
上
の
職
務
機
関
に
対
す
る
不
服
申
し
立
て
に
対
し
て
は
、
よ
り
上
級
の
機
関
が
判
断
す
る
。

　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
国
防
大
臣
が
、
不
服
申
し
立
て
に
対
し
て
軍
務
事
項
の
範
囲
内
で
判
断
し
た
場
合
に
は
、
国
防
大
臣
代
理
が
、
不
服
申

　
　
　
し
立
て
に
対
す
る
判
決
に
署
名
し
う
る
。
国
防
大
臣
は
他
の
者
に
も
署
名
権
限
を
委
任
し
う
る
。
行
政
事
項
の
範
囲
内
で
の
不
服
申
し
立

　
　
　
て
に
関
し
て
、
国
防
大
臣
は
最
高
の
行
政
機
関
で
あ
る
。

　
　
　
第
二
一
条
（
1
）
　
不
服
申
し
立
て
お
よ
び
上
訴
申
し
立
て
に
対
す
る
決
定
も
含
め
て
、
国
防
大
臣
が
行
っ
た
決
定
や
措
置
に
対
し
て
、

　
　
　
不
服
申
し
立
て
者
は
、
直
接
に
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
決
を
求
め
て
、
提
訴
で
き
る
。

　
不
服
申
し
立
て
に
対
す
る
判
決
に
不
満
な
場
合
に
は
、
二
週
間
以
内
に
更
に
上
訴
申
し
立
て
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
第
一
六
条
第

一
項
）
。
当
該
上
訴
申
し
立
て
に
対
し
て
は
一
段
階
上
級
の
懲
戒
機
関
が
判
断
を
下
す
（
同
第
三
項
）
。
上
級
懲
戒
機
関
が
行
っ
た
当
該

判
断
に
も
不
服
な
場
合
に
は
、
軍
務
裁
判
所
（
］
」
『
二
〇
℃
Φ
〔
F
α
一
①
コ
ω
一
㎞
四
月
目
一
〇
げ
叶
）
に
提
訴
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
「
自
ら
の
権
利
が
侵
害
さ

れ
た
か
、
上
官
が
義
務
違
反
を
行
っ
た
こ
と
」
が
要
件
と
な
る
（
第
一
七
条
）
。
当
該
軍
務
裁
判
所
は
、
法
律
の
授
権
に
反
す
る
命
令

や
措
置
の
無
効
を
宣
言
で
き
る
（
第
】
九
条
第
一
項
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
防
衛
不
服
申
し
立
て
手
続
き
が
、
救
済
機
関
が
構
成
す
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
一
段
一
段
登
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て

解
決
を
図
る
の
に
対
し
て
、
防
衛
監
察
委
員
制
度
は
、
ヒ
ル
ラ
ル
キ
ー
制
度
の
外
側
に
あ
っ
て
、
独
立
機
関
と
し
て
救
済
す
る
と
い
う

意
味
で
簡
易
迅
速
性
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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（
5
）
防
衛
監
察
委
員
の
権
限
を
め
ぐ
る
政
治
的
対
立

（西〉ドイツ防衛監察委員制度の一考察

　
既
に
、
防
衛
監
察
委
員
制
度
の
発
足
の
後
に
、
一
番
最
初
に
作
成
さ
れ
た
、
一
九
五
九
年
の
年
次
報
告
書
に
お
い
て
、
初
代
防
衛
監

察
委
員
グ
ロ
ー
ル
マ
ン
（
鵠
Φ
一
廻
⊆
昏
く
○
づ
O
『
o
一
ヨ
鋤
三
（
元
陸
軍
中
将
）
は
、
二
つ
の
点
で
総
括
的
な
価
値
判
断
を
行
い
、
そ
の
権

限
を
逸
脱
し
た
と
非
難
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
v
・
グ
ロ
ー
ル
マ
ン
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
を
「
暫
定
政
府
（
ω
富
①
島
6
げ
Φ
ω

等
。
≦
。
。
〇
重
圧
旨
V
」
と
、
政
治
的
に
判
断
し
、
そ
の
上
で
、
「
連
邦
国
防
軍
を
余
り
に
早
く
設
立
す
る
こ
と
は
不
利
な
結
果
を
も
た
ら

　
　
　
（
6
0
）

す
」
と
指
摘
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
連
邦
議
会
防
衛
委
員
会
は
、
上
記
年
次
報
告
書
に
関
す
る
小
委
員
会
の
勧
告
に
基
づ

い
て
、
「
防
衛
監
察
委
員
は
、
そ
の
任
務
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
議
会
と
政
府
が
行
っ
た
政
治
的
決
定
に
関
し
て
、
論
評
を
差
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

控
え
る
」
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
確
認
し
た
。

　
正
確
に
は
こ
の
時
、
v
・
グ
ロ
ー
ル
マ
ン
は
、
第
一
に
「
ド
イ
ツ
の
不
自
然
な
分
裂
と
連
邦
共
和
国
が
暫
定
政
府
に
す
ぎ
な
い
と
い

う
事
実
は
、
国
民
が
防
衛
の
覚
悟
を
固
め
る
に
あ
っ
て
幾
多
の
問
題
（
℃
桟
。
σ
一
①
ヨ
㊥
二
＆
国
轟
ひ
q
Φ
コ
）
を
提
起
せ
し
め
た
。
か
よ
う
な
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

題
と
連
邦
国
防
軍
の
『
内
部
指
揮
』
は
対
峙
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
第
二
に
「
連
邦
国
防
軍
を
余
り
に
早
く
設
立
す

る
こ
と
と
、
当
分
の
間
、
同
時
進
行
す
る
軍
隊
の
改
編
は
、
部
分
的
に
は
必
然
的
で
不
可
避
的
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
部
隊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
3
）

を
不
安
に
陥
れ
ざ
る
を
え
な
い
『
人
心
の
動
揺
』
を
惹
起
す
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
仮
に
、
第
三
者
で
あ
る
学
術
研
究

者
が
私
的
に
同
じ
憂
慮
を
指
摘
し
て
も
、
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
公
務
に
あ
る
防
衛
監
察
委
員
は
、
外
な
ら

ぬ
当
事
者
で
あ
る
以
上
、
か
よ
う
な
「
政
治
的
見
解
」
を
述
べ
る
こ
と
は
、
控
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
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し
か
し
拙
稿
は
、
v
・
グ
ロ
ー
ル
マ
ン
の
こ
の
「
言
動
」
を
、
な
る
ほ
ど
（
軽
率
で
あ
る
と
し
て
）
問
題
回
し
て
い
る
が
、
し
か
し

（
悪
意
あ
る
も
の
と
し
て
）
非
難
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
時
点
で
は
、
防
衛
監
察
委
員
た
る
者
の
「
行
為
規
範
」
が
、

あ
ら
か
じ
め
確
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
（
ド
イ
ツ
史
上
、
最
初
に
報
告
さ
れ
た
）
一
九
五
九
年
の
年
次
報
告

書
を
見
る
と
、
防
衛
オ
ン
ブ
ツ
マ
ン
が
「
番
犬
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
と
い
う
、
「
任
務
に
対
す
る
責
任
感
」
が
、
過
剰
に
表
出

し
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
例
え
ば
、
「
議
会
が
行
う
、
軍
隊
へ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
強
化
す
る
た
め
に
、
防
衛
監
察
委
員
と
い
う
ド

イ
ツ
で
は
（
従
来
）
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
制
度
が
導
入
さ
れ
た
」
と
自
己
認
識
し
、
E
・
ポ
ー
ル
連
邦
議
会
議
員
（
S
P
D
）
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

ナ
チ
ス
の
暴
政
の
間
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
亡
命
し
て
、
こ
の
制
度
を
学
ん
だ
と
指
摘
し
て
い
る
点
、
お
よ
び
「
防
衛
不
服
申
し
立
て
制

度
も
、
防
衛
監
察
委
員
に
対
す
る
訴
願
や
不
服
申
し
立
て
（
登
口
ひ
q
蝉
び
Φ
p
§
α
じ
d
Φ
ω
霊
芝
Φ
「
畠
①
こ
と
の
関
係
で
、
特
段
の
意
義
を
持

　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
∀

つ
」
と
評
価
し
て
い
る
点
な
ど
、
権
利
を
守
る
と
い
う
意
識
が
、
若
干
な
が
ら
強
す
ぎ
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
わ
く
。

　
ま
た
、
一
九
六
〇
年
の
年
次
報
告
書
で
は
、
防
衛
監
察
委
員
が
政
治
的
見
解
を
表
明
す
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
原
則
が
確
定
し
た
経

緯
に
つ
い
て
、
「
（
連
邦
議
会
の
）
防
衛
委
員
会
と
防
衛
監
察
委
員
と
の
間
で
、
防
衛
監
察
委
員
は
自
己
の
任
務
を
遂
行
す
る
に
際
し
て
、

議
会
と
政
府
の
政
治
的
決
定
に
対
し
て
、
（
特
定
の
）
立
場
を
取
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
一
致
を
見
る
に
至
っ
た
」
と
記
さ
れ
て

暖
罷
。
こ
の
コ
致
」
と
い
う
言
葉
は
、
法
的
に
は
許
容
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
防
衛
オ
ン
ブ
ツ
マ
ン
の
任
命
権
者
が

防
衛
委
員
会
で
あ
り
、
任
務
を
授
権
す
る
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
上
で
は
、
あ
く
ま
で
も
防
衛
委
員
会
が
上
位
で
、
防
衛
オ
ン
ブ
ツ
マ
ン

が
下
位
に
位
置
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
治
的
葛
藤
が
生
ま
れ
た
時
に
、
こ
の
葛
藤
に
よ
り
（
一
般
に
非
難
さ
れ
）
、
遂
に
は
、

（
二
年
余
り
在
職
し
た
の
み
で
）
任
期
五
年
満
了
以
前
に
、
辞
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
、
弱
者
で
あ
る
v
・
グ
ロ
ー
ル
マ
ン
初
代
防
衛

監
察
委
員
の
側
の
論
理
を
分
析
す
る
こ
と
も
、
政
治
的
に
は
意
義
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
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（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察

　
こ
の
「
任
命
権
者
と
被
任
命
権
者
と
の
一
致
を
見
る
に
至
っ
た
」
と
い
う
表
現
は
、
こ
の
防
衛
オ
ン
ブ
ツ
マ
ン
が
、
制
度
発
足
の
当

初
は
（
究
極
的
に
三
権
と
匹
敵
す
る
）
第
四
の
権
力
で
あ
る
と
、
自
己
認
識
し
て
い
た
観
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
市
民
革
命
や
、

ナ
チ
ス
に
対
す
る
抵
抗
運
動
の
渦
中
で
、
「
人
間
の
尊
厳
」
な
ど
の
権
利
が
（
初
め
て
）
主
張
さ
れ
る
時
に
、
そ
れ
が
、
し
ば
し
ば
過

剰
な
権
利
意
識
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
、
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
し
か
し
、
し
ば
ら
く
し
て
、
（
一
時
の
）
熱
狂
が
冷
め
る
と
、
か
よ

う
に
過
剰
な
権
利
の
主
張
は
、
冷
静
に
考
え
て
間
違
っ
て
い
た
と
判
明
す
る
。
筆
・
者
は
、
一
九
五
九
年
と
一
九
六
光
年
の
二
つ
の
年
次

報
告
書
を
、
こ
の
よ
う
な
「
権
利
意
識
の
萌
芽
期
に
お
け
る
一
時
的
興
奮
」
が
も
た
ら
し
た
、
過
渡
的
な
行
き
過
ぎ
の
一
例
で
あ
っ
た

と
解
釈
す
る
。

　
こ
の
「
権
利
意
識
の
萌
芽
期
に
お
け
る
一
時
的
興
奮
」
が
も
た
ら
し
た
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
一
九
四
七
年
五
月
二
二
日
に
制
定

さ
れ
（
、
一
九
五
三
年
四
月
二
五
日
に
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
バ
ー
ゲ
ン
州
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
ホ
ー
エ
ン
ツ
ォ
レ
ル
ン
州
と
合

併
さ
れ
て
、
バ
ー
ゲ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
有
効
で
↓
め
っ
）
た
バ
ー
ゲ
ン
州
憲
法
の
第
三
条
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
条
項
は
、
＝
人
の
バ
ー
ゲ
ン
州
公
民
も
、
軍
事
的
役
務
の
遂
行
を
強
制
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
の
条
文
の
制
定
に
際
し
て
、
一
部
の
議
員
は
、
以
下
の
よ
う
な
疑
念
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
（
バ
ー
ゲ
ン
）

民
主
党
の
フ
ォ
ル
テ
ィ
シ
ュ
（
＜
o
a
ω
o
げ
）
州
議
会
議
員
は
、
「
も
し
、
こ
の
条
項
が
（
一
九
四
五
年
に
至
る
）
過
去
七
年
間
の
聞
、

ロ
シ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
フ
ラ
ン
ス
で
効
力
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
今
日
、
世
界
の
支
配
者

と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
国
家
は
、
仮
に
、
国
民
が
望
む
最
も
自
由
な
国
家
で
あ
り
、
国
民
が
望
む
最
も
平
和
な
国
家
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
憲
法
に
定
め
ら
れ
た
自
由
を
防
衛
す
る
た
め
に
、
そ
の
市
民
に
対
し
て
武
器
を
手
に
取
る
こ
と
を
、
要

求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
、
少
数
反
対
意
見
を
表
明
し
た
。
な
お
、
バ
ー
ゲ
ン
州
憲
法
の
第
三
条
は
、
採
決
の
結
果
、
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賛
成
四
一
票
、
棄
権
一
六
票
、
反
対
四
票
（
バ
ー
ゲ
ン
民
主
党
三
票
、
バ
ー
ゲ
ン
・
キ
リ
ス
ト
教
社
会
国
民
党
一
票
〉
で
採
択
さ
れ
て

　
｛
6
7
）

い
る
。

　
v
・
グ
ロ
ー
ル
マ
ン
は
、
一
九
六
〇
年
の
年
次
報
告
書
の
「
結
論
」
の
部
分
で
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
を
見
て
も
、

彼
自
身
が
、
紛
争
を
殊
更
に
惹
起
し
よ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
判
断
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「
（
連
邦
国
防
軍
の
）
再
建
の

（
始
め
の
）
五
年
聞
に
、
連
邦
国
防
軍
は
、
ま
す
ま
す
我
が
国
（
ド
イ
ツ
）
の
国
家
生
活
と
公
共
生
活
の
自
明
な
構
成
要
素
と
な
る
よ

う
に
至
ら
し
め
ら
れ
た
。
そ
の
際
に
政
治
的
に
意
義
深
い
の
は
、
連
邦
国
防
軍
が
新
し
い
民
主
的
国
家
制
度
の
自
由
主
義
的
法
秩
序
に
、

・
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

調
和
的
に
編
入
す
る
こ
と
に
、
本
質
的
な
点
で
成
功
し
た
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
と
ど
の
つ
ま
り
、
政
治
的
に
、
連
邦

国
防
軍
と
社
会
と
の
調
和
を
追
求
し
た
オ
ン
ブ
ツ
マ
ン
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
軍
と
社
会
と
の
「
調
和
」
を
追
求
し
た
彼
は
、
（
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
∀

が
意
図
し
た
）
心
情
倫
理
（
O
Φ
ω
冒
妻
轟
Φ
。
。
①
汁
三
物
）
に
お
い
て
や
ま
し
い
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
と
し
て
非
難
さ

れ
政
治
の
世
界
を
後
に
し
た
。
こ
こ
に
研
究
者
は
、
政
治
に
お
け
る
「
結
果
に
対
す
る
責
任
」
、
つ
ま
り
責
任
倫
理
（
＜
Φ
轟
三
型
○
降
等
ぴ
q
ω
－

　
（
7
0
）

①
夢
貯
）
の
厳
粛
な
鉄
則
を
見
る
も
の
で
あ
る
。

　
一
九
六
五
年
の
年
次
報
告
書
に
お
い
て
、
防
衛
監
察
委
員
M
・
ホ
ー
デ
ン
（
一
九
四
九
－
六
四
年
C
D
U
所
属
連
邦
議
会
議
員
）
は
、

連
邦
議
会
が
国
防
分
野
で
の
予
算
上
の
決
定
を
行
う
に
先
立
っ
て
、
防
衛
監
察
委
員
に
相
談
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
、
政
府

が
提
出
し
た
予
算
案
に
対
抗
し
て
、
議
会
が
代
替
予
算
案
を
作
成
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
要
求
は
、
と
り

わ
け
軍
事
計
画
の
面
で
、
連
邦
国
防
省
に
対
抗
す
る
よ
り
強
大
な
情
報
（
収
集
V
権
限
を
防
衛
監
察
委
員
に
授
権
す
る
こ
と
を
意
味
す

　
　
　
　
　
（
7
1
）

る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
要
求
は
、
連
邦
政
府
の
抵
抗
に
遭
い
、
防
衛
監
察
委
員
の
側
が
政
治
的
に
譲
歩
す
る
こ
と
に
な

（
7
2
∀

つ
た
。
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｝
方
、
一
九
七
二
年
に
二
月
に
、
元
F
D
P
所
属
の
連
邦
議
会
議
員
（
一
九
五
七
年
置
ら
一
九
七
〇
年
ま
で
在
職
）
で
あ
っ
た
、

F
・
R
・
シ
ュ
ル
ツ
が
報
告
し
た
一
九
七
一
年
の
年
次
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
H
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
＝
の
一
日
＝
け
　
ω
O
げ
ヨ
一
山
月
）
国
防
大
臣

（一

纔
Z
九
：
七
二
年
七
月
国
防
大
臣
、
一
九
七
四
！
八
二
年
連
邦
首
相
“
S
P
D
）
は
、
防
衛
監
察
委
員
の
権
限
を
限
定
し
、
縮
小
し

よ
う
と
試
み
（
て
失
敗
し
）
た
。
す
な
わ
ち
、
H
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
国
防
相
は
、
第
一
に
、
「
強
力
な
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
構
造
と
命
令
・
服

従
の
原
則
と
い
う
軍
独
特
の
基
準
」
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
防
衛
監
察
委
員
は
限
定
的
に
の
み
、
そ
の
権
限
を
行
使
し
、
第
二
に
、

「
完
全
に
文
官
と
し
て
の
公
務
領
域
に
お
い
て
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
事
件
」
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
権
限
を
行
使
し
な
い

よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
「
二
重
の
制
約
」
を
主
張
し
た
。
し
か
し
、
E
・
ブ
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
軍
隊
に
お
い
て
基
本
権
と

「
内
部
指
揮
の
原
則
」
を
保
証
す
る
こ
と
は
、
前
記
の
特
別
な
制
約
と
結
合
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
基
本
法
第
四
五
b
条
お

よ
び
防
衛
監
察
委
員
法
第
一
条
第
二
項
と
、
第
三
項
で
提
示
さ
れ
て
い
る
前
提
と
、
．
か
か
る
制
約
と
は
一
致
し
え
な
い
も
の
な
の
で

（
7
3
）

あ
る
。
本
稿
と
し
て
は
、
元
々
は
野
党
と
し
て
軍
隊
の
民
主
化
を
目
指
し
て
い
た
他
な
ら
ぬ
S
P
D
に
所
属
す
る
、
H
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト

連
邦
国
防
大
臣
の
、
政
府
与
党
と
し
て
の
右
の
煙
道
ぶ
り
と
そ
こ
か
ら
生
じ
る
国
防
相
自
身
の
立
場
の
上
で
の
自
己
矛
盾
を
、
ど
の
よ

う
に
理
解
す
べ
き
か
残
念
な
が
ら
判
ら
な
い
。
こ
の
事
例
の
よ
う
に
、
必
要
悪
で
あ
る
国
防
の
任
務
に
携
わ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、

本
人
の
意
志
と
は
無
関
係
に
、
「
悪
」
と
結
託
す
る
こ
と
を
必
然
的
に
意
味
す
る
の
か
と
思
う
と
、
暗
い
気
持
と
な
る
の
は
筆
者
だ
け

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
時
の
H
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
主
張
が
、
不
可
解
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

　
な
お
、
「
内
部
指
揮
の
原
則
」
が
及
ぶ
領
域
が
不
確
定
で
あ
る
こ
と
も
起
因
す
る
防
衛
監
察
委
員
と
連
邦
国
防
省
と
の
対
立
は
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

般
的
に
は
、
事
後
的
に
検
証
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
不
可
視
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
程
に
、
複
雑
な
権
力
構
造
を
構
成
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
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88

（
6
）
与
野
党
の
権
力
分
立
関
係
の
下
で
の
防
衛
監
察
委
員
制
度
の
意
義

　
「
連
邦
議
会
が
防
衛
事
項
に
関
し
て
軍
隊
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
場
合
の
補
助
機
関
」
と
し
て
の
防
衛
監
察
委
員
制
度
、
な
か
ん
ず

く
防
衛
監
察
委
員
の
地
位
と
任
務
は
、
議
会
（
野
党
）
と
政
府
（
与
党
）
と
の
法
的
（
政
治
的
）
関
係
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

議
会
の
代
表
者
た
る
多
数
派
の
中
か
ら
政
府
が
憲
法
上
構
成
さ
れ
る
議
院
内
閣
制
度
の
下
で
、
議
会
は
、
政
府
を
支
持
す
る
議
会
多
数

派
と
政
府
に
反
対
す
る
議
会
少
数
派
が
、
意
見
を
応
酬
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
、
唯
一
の
国
家
機
関
で
あ
る
と
言

い
う
る
。
こ
の
場
合
、
政
府
が
執
行
し
た
政
策
を
批
判
的
に
検
討
す
る
任
務
を
持
つ
「
議
会
に
固
有
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
は
、
主
と
し

て
「
野
党
の
関
心
事
」
と
な
る
。
か
く
し
て
、
「
も
っ
ぱ
ら
議
会
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
を
行
う
目
的
で
制
度
化
さ
れ
た
防
衛
監
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
∀

委
員
は
、
こ
の
関
係
上
、
議
会
制
度
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

　
防
衛
監
察
委
員
に
対
し
て
授
権
さ
れ
た
任
務
に
よ
れ
ば
、
防
衛
監
察
委
員
が
主
た
る
職
務
を
行
う
対
象
領
域
は
、
国
防
大
臣
の
管
轄

権
の
及
ぶ
範
囲
と
同
一
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
防
衛
監
察
委
員
は
、
究
極
的
に
専
ら
「
連
立
政
府
与
党
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
政
府
の
メ

ン
バ
ー
」
に
対
し
て
、
法
的
に
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
政
治
的
意
味
合
い
を
考
察

し
て
み
よ
う
。
防
衛
監
察
委
員
が
国
防
大
臣
と
同
じ
議
会
多
数
派
に
よ
っ
て
、
通
常
は
選
出
・
任
命
さ
れ
て
い
る
政
治
的
事
実
を
別
と

す
る
な
ら
ば
、
防
衛
監
察
委
員
と
国
防
大
臣
は
、
政
治
的
に
も
法
的
に
も
緊
張
関
係
に
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
防
衛
監
察
委
員
は
、
法
的

機
能
上
、
お
よ
び
現
実
の
政
治
的
傾
向
の
上
で
も
、
（
連
立
政
府
与
党
の
働
き
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
い
う
意
味
で
）
よ
り
「
議
会
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

け
る
野
党
」
に
対
し
て
、
責
任
を
担
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
か
く
し
て
R
・
ヴ
ィ
ル
デ
ン
マ
ン
（
知
＝
α
O
一
｛
　
ぐ
引
＝
α
Φ
コ
ヨ
鋤
⇒
コ
）
は
、
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（
7
8
∀

防
衛
監
察
委
員
は
「
国
防
大
臣
と
葛
藤
す
る
状
況
に
意
図
的
に
置
か
れ
て
い
る
」
と
評
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
G
・
モ
！
リ
ッ
ツ
（
○
冒
チ
Φ
「
冨
。
葺
N
）
は
、
「
議
会
に
お
け
る
多
数
派
が
も
っ
ぱ
ら
自
党
の
利
益
の
た
め
に
従
来
は
行
っ
て
き
た
、

執
行
権
に
つ
い
て
の
自
党
の
自
己
理
解
を
、
次
第
に
放
棄
す
る
に
至
ら
し
め
ら
れ
る
外
観
を
（
防
衛
監
察
委
員
制
度
の
導
入
に
よ
っ

て
）
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
、
防
衛
監
察
委
員
と
『
議
会
に
お
け
る
野
党
』
の
親
近
観
は
由
来
す
る
」
と
い
う
趣
旨
の
希

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

望
的
観
測
を
表
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
政
府
与
党
会
派
の
自
己
理
解
に
つ
い
て
の
こ
の
分
析
は
、
政
治
の
現
実
か
ら
ひ
ど
く
遊
離
し

て
い
る
。
連
立
政
府
与
党
は
、
な
る
ほ
ど
、
有
権
者
の
過
半
数
が
支
持
す
る
政
策
綱
領
を
、
立
法
措
置
と
政
府
の
施
策
に
よ
っ
て
遂
行

し
よ
う
と
す
る
が
、
こ
の
際
に
行
わ
れ
る
「
連
立
政
府
与
党
の
側
の
国
防
大
臣
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
は
、
連
邦
議
会
の
防
衛
委

員
会
と
い
う
公
の
場
で
は
行
わ
れ
ず
、
む
し
ろ
「
連
立
与
党
の
会
派
の
内
部
」
で
内
々
裡
に
行
わ
れ
る
と
考
え
た
方
が
、
政
治
の
現
実

に
よ
り
近
い
。
か
く
し
て
、
議
会
の
多
数
派
が
「
防
衛
委
員
会
」
の
場
で
、
政
府
．
・
内
閣
の
業
績
を
評
価
す
る
と
い
う
法
的
枠
組
み
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

現
実
の
政
治
で
は
「
か
よ
う
な
評
価
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
、
暗
示
す
る
」
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
反
し
て
、
防
衛
監
察
委
員
と
い
う
独
任
制
機
関
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
与
党
会
派
内
部
で
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
議
会

と
い
う
公
の
場
で
行
わ
れ
る
た
め
、
防
衛
監
察
委
員
の
機
能
上
、
自
ら
独
自
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
発
揮
し
て
国
防
大
臣
の
職
務
領
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
∀

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
場
合
に
は
、
「
議
会
に
お
け
る
野
党
」
の
立
場
に
よ
り
近
づ
く
こ
と
に
な
る
。
G
・
エ
ア
ベ
ル
（
O
O
巨
げ
Φ
噌

団
吾
巴
は
、
こ
の
限
り
で
、
防
衛
監
察
委
員
は
、
「
自
己
矛
盾
に
満
ち
た
葛
藤
状
況
」
の
下
に
あ
る
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
防
衛
監

察
委
員
は
、
一
方
で
、
職
務
遂
行
上
、
「
議
会
に
お
け
る
野
党
」
の
支
持
を
求
め
て
活
動
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
あ
り
な
が
ら
、
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
8
2
）

方
で
、
防
衛
監
察
委
員
を
選
出
し
、
任
命
し
た
の
は
「
議
会
に
お
け
る
多
数
派
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
防
衛
監
察
委
員

は
、
「
議
会
に
お
け
る
多
数
派
」
の
そ
ば
に
お
り
な
が
ら
、
「
議
会
に
お
け
る
多
数
派
」
と
政
治
的
に
同
一
視
し
う
る
国
防
大
臣
の
管
轄
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（
8
3
）

領
域
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
任
務
を
、
法
的
に
担
う
と
い
う
制
約
の
下
に
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
「
議
会
に
お
け
る
野
党
」
に
と
っ
て
、
防
衛
監
察
委
員
と
い
う
制
度
は
、
野
党
が
政
府
与
党
に
対
し
て
戦
い
を
挑
む
舞
台
を
提
供
す

る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
面
か
ら
言
え
ば
、
真
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
議
会
に
お
け
る
野
党
」
は
、
防
衛
監
察
委
員
か
ら

得
た
知
識
と
情
報
に
も
っ
ぱ
ら
依
拠
し
て
、
野
党
の
側
か
ら
、
国
防
大
臣
（
政
府
与
党
）
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
能
を
行
い
、
野

党
の
主
張
を
代
替
政
策
の
形
で
展
開
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
「
議
会
に
お
け
る
野
党
」
に
と
っ
て
、
防
衛
監
察
委
員
は
、
政

府
与
党
の
陣
営
を
攻
め
る
た
め
の
「
橋
頭
墜
」
と
な
る
。
他
方
で
、
し
か
し
な
が
ら
、
防
衛
監
察
委
員
自
身
は
、
自
ら
が
「
野
党
の
下

に
あ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
関
」
で
あ
る
と
烙
印
を
押
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
万
一
、
そ
う
な
る
な
ら
ば
、
か
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）

う
な
烙
印
は
、
全
議
会
の
下
に
あ
る
監
察
委
員
と
し
て
任
命
さ
れ
て
い
る
、
防
衛
監
察
委
員
の
法
的
地
位
を
侵
害
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
防
衛
監
察
委
員
の
年
次
報
告
書
を
政
治
的
観
点
か
ら
評
価
す
る
場
合
に
、
議
員
が
連
立
政
府
与
党
に
所
属
し
て
い
る
の
か
、
野
党
に

所
属
し
て
い
る
の
か
に
よ
っ
て
、
評
価
の
帰
趨
は
異
な
っ
て
く
る
。
な
る
ほ
ど
防
衛
監
察
委
員
は
「
連
邦
議
会
全
体
の
補
助
機
関
」
と

し
て
構
想
・
立
案
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
防
衛
監
察
委
員
は
、
①
政
府
、
②
政
府
与
党
の
会
派
と
③
議
会
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）

野
党
の
三
者
の
織
り
な
す
攻
防
の
中
で
、
一
つ
の
政
治
的
性
格
を
持
っ
た
役
割
を
も
演
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
D
・
ク
ー
ネ
（
∪
一
華
出

塁
昏
口
Φ
）
は
、
防
衛
監
察
委
員
に
連
邦
議
会
の
議
員
が
選
出
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
け
だ
し
、
万
一
、
連
邦
議
会
の
議

員
が
防
衛
監
察
委
員
に
任
命
さ
れ
た
な
ら
ば
、
か
よ
う
な
防
衛
監
察
委
員
は
、
自
党
の
党
利
党
略
を
越
え
て
活
動
し
よ
う
と
す
る
な
ら

ば
、
自
ら
が
元
々
所
属
し
て
い
た
政
党
の
党
員
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
自
己
矛
盾
に
満
ち
た
危
機
に
直
面

　
　
　
　
　
蕊
）

す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
防
衛
監
察
委
員
の
制
度
化
の
過
程
で
、
野
党
S
P
D
は
、
防
衛
監
察
委
員
を
選
出
す
る
際
に
、
現
行
防
衛
監
察
委
員
法
第
一
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三
条
第
一
文
が
定
め
る
よ
う
に
「
連
邦
議
会
の
総
議
員
の
過
半
数
」
で
は
な
く
し
て
、
「
三
分
の
二
の
連
邦
議
会
議
員
」
と
い
う
特
別

多
数
決
に
よ
っ
て
、
選
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
野
党
S
P
D
の
こ
の
要
求
は
い
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
野
党
の

要
求
の
根
拠
は
、
野
党
が
防
衛
監
察
委
員
の
選
出
に
法
的
に
関
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
議
会
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
が
と
り
わ

け
「
野
党
の
任
務
」
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
更
に
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
「
議
会
全
体
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の

効
率
」
を
高
め
る
こ
と
に
資
す
る
と
想
定
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
連
邦
国
防
省
に
対
し
て
、
防
衛
監
察
委
員
が
立
ち
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な

い
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
、
防
衛
監
察
委
員
が
、
政
府
与
党
多
数
派
と
議
会
に
お
け
る
野
党
の
両
者
の
信
任
を
受
け
て
、
選
出
さ
れ
た

場
合
の
方
が
、
は
る
か
に
有
効
な
議
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
う
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
か
よ
う
に
「
理
想

主
義
的
」
な
防
衛
監
察
委
員
の
制
度
化
は
、
激
し
い
議
論
の
末
に
、
葬
り
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
「
防
衛
監
察
委
員
は
そ
の
誕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

生
の
時
点
か
ら
、
不
幸
な
星
の
下
で
生
ま
れ
た
」
と
す
る
、
悲
観
的
な
評
価
を
下
す
論
文
も
み
う
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
か
よ
う
な
「
理
想
論
」
に
お
い
て
は
、
「
三
分
の
二
の
連
邦
議
会
議
員
」
と
い
う
特
別
多
数
決
の
選
出
要
件
を
達
成
す
る

こ
と
の
、
現
実
の
政
治
レ
ベ
ル
で
の
「
困
難
性
」
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
余
り
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
政
府
与
党
と
議
会
野
党

の
両
者
か
ら
、
会
派
横
断
的
な
支
持
を
受
け
ら
れ
る
人
材
を
、
防
衛
監
察
委
員
と
し
て
選
出
す
る
に
は
、
少
な
く
と
も
選
出
の
瞬
間
だ

け
は
「
大
連
立
政
権
」
が
生
じ
て
い
な
い
と
、
実
現
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
基
本
法
が
「
三
分
の
二
の
連
邦
議
会
議
員
」
と

い
う
要
件
を
課
し
て
い
る
の
は
、
基
本
法
改
正
の
際
の
み
で
あ
り
、
連
邦
首
相
を
も
含
む
、
国
家
の
統
治
機
構
の
構
成
員
を
選
出
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
8
∀

場
合
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
過
半
数
」
で
十
分
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
「
三
分
の
二
」
の
要
件
を
防
衛
監
察
委
員
の
選
出
に
課
す
こ
と
か
ら
生
じ
る
、
危
険
性
と
し
て
は
、
野
党
が
政
治
的
に
他
の
分

野
で
連
立
政
権
か
ら
譲
歩
を
得
る
た
め
に
、
「
三
分
の
二
」
の
要
件
の
た
め
に
野
党
の
同
意
を
必
要
と
す
る
と
い
う
、
こ
の
要
件
を
悪
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遅
し
う
る
可
能
腔
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
与
野
党
の
健
全
な
権
力
関
係
に
と
っ
て
重
荷
と
な
り
、
こ
の
野
党
の
同
意
権
自

体
の
建
設
的
性
格
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
、
判
断
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
「
三
分
の
二
の
連
邦
議
会
議
員
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
8
9
∀

同
意
」
と
い
う
理
想
論
に
は
、
現
実
に
は
限
界
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
二
五
年
以
上
に
わ
た
る
防
衛
監
察
委
員
の
制
度
運
営
上
の
経
験
に
照
ら
し
て
言
え
ば
、
「
連
邦
議
会
の
総
議
員
の
過
半
数
に
よ
る
防

衛
監
察
委
員
の
選
出
」
と
い
う
要
件
が
、
防
衛
監
察
委
員
の
職
務
遂
行
に
マ
イ
ナ
ス
に
働
い
た
形
跡
は
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
防
衛
監
察
委
員
の
職
務
に
つ
い
て
い
た
全
て
の
者
が
、
職
務
遂
行
に
あ
た
っ
て
、
過
半
数
の
み
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
と
い
う
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
0
）

由
で
、
公
職
に
不
適
当
な
支
持
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
本
来
な
ら
ば
、
制
度
的
に
「
議
会
に
お
け
る
野
党
」
の
「
立
法
府
と
し
て
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
能
」
と
、
「
政
府
与
党
」
の
「
行
政

府
と
し
て
の
統
治
上
の
利
害
」
と
が
、
激
し
く
対
立
す
る
と
想
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
防
衛
監
察
委
員
を
め
ぐ
る
、
政
治
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
9
1
V

（
法
的
）
状
況
に
お
い
て
も
、
相
当
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
二
五
年
間
に
わ
た
る
防
衛
監
察
委
員
の
経
験
は
、
一
九
八
二
年

　
　
　
　
〔
9
2
）

の
年
次
報
告
書
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
連
邦
国
防
省
の
立
場
と
防
衛
監
察
委
員
と
の
一
貫
し
た
一
致
点
の
継
続
に
よ
っ
て
、
特
徴
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
軍
事
的
事
項
に
つ
い
て
の
与
野
党
間
で
の
過
剰
な
一
致
」
を
、
防
衛
監
察
委
員
制
度
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
機
能
の
低
下
で
あ
る
と
判
断
す
る
理
由
は
乏
し
い
。
け
だ
し
、
基
本
構
想
に
お
け
る
国
防
上
の
判
断
の
一
致
は
、
個
別
的
で
、
構

造
的
な
欠
陥
を
発
見
し
て
是
正
す
る
こ
と
を
、
阻
害
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
国
防
大
臣
と
防
衛
監
察
委
員
と
の
一
致
点
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）

「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
成
果
」
と
考
え
た
方
が
い
い
と
、
E
・
ブ
ッ
シ
ュ
は
結
論
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
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小
結
一
防
衛
監
察
委
員
制
度
の
統
計
に
見
る
成
果
と
制
度
上
の
限
界
一

（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察

　
一
九
七
五
年
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
防
衛
監
察
委
員
が
防
衛
監
察
委
員
に
訴
願
し
た
人
々
を
ど
れ
だ
け
満
足
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て

い
る
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
六
、
九
〇
六
件
中
、
二
六
％
（
一
、
八
二
六
件
）
は
成
功
、
七
％
（
四
六
七
件
）
は
部
分
的
成
功
、

四
五
％
（
三
、
○
八
四
件
）
は
失
敗
、
二
二
％
（
一
、
五
二
九
件
〉
は
不
明
で
あ
っ
た
。

　
訴
願
を
行
っ
た
者
の
う
ち
最
も
多
い
の
は
、
徴
兵
さ
れ
た
者
か
ら
で
あ
っ
た
。
一
九
七
五
年
に
は
、
二
一
万
八
千
人
の
徴
兵
さ
れ
た

者
の
中
か
ら
、
二
、
六
七
八
件
の
訴
願
が
提
起
さ
れ
た
。
し
か
し
職
業
軍
人
と
短
期
召
集
兵
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
位
、
多
く
の
訴
願
を
行

っ
て
い
る
。

　
訴
願
し
た
事
件
の
内
容
は
、
一
九
七
五
年
に
は
、
六
二
・
五
％
が
給
与
、
昇
進
、
休
暇
、
居
住
条
件
に
関
し
て
い
た
が
、
意
見
表
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
4
）

の
自
由
、
人
間
の
尊
厳
、
憲
法
上
の
権
利
に
関
す
る
少
な
か
ら
ぬ
数
の
事
例
も
あ
っ
た
。

　
防
衛
監
察
委
員
の
制
度
発
足
以
来
の
「
訴
願
者
数
（
一
九
五
九
－
一
九
九
四
年
）
の
変
遷
（
図
表
2
）
」
、
「
内
容
別
の
事
件
数
（
一

九
九
四
年
）
の
統
計
（
図
表
3
1
1
）
」
、
「
情
報
源
別
の
事
件
数
（
一
九
九
四
年
）
の
統
計
（
図
表
3
1
2
）
」
、
「
連
邦
軍
組
織
別
の
事

件
数
（
一
九
九
四
年
）
の
統
計
（
図
表
3
1
3
）
」
、
「
階
級
別
の
事
件
数
（
一
九
九
四
年
）
の
統
計
（
図
表
3
！
4
V
」
を
参
照
し
て
ほ

し
い
。

　
な
お
、
防
衛
監
察
委
員
の
調
査
対
象
外
（
管
轄
外
V
に
あ
た
る
分
野
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
非
軍
事
的
代
替
役
務
（
基
本
法
第
一
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
＞

a
条
第
二
項
）
、
民
間
防
衛
、
災
害
予
防
に
関
す
る
事
項
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
防
衛
監
察
委
員
が
そ
の
憲
法
上
の
職
務
遂
行
に
あ
た
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図表2：訴願者数の変遷（1959－1994年）
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（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察

図表3－1　内容別の事件数（1994年）の統計

内　容 訴願数（％）

人間指揮／防衛法／軍隊秩序（基本権／市民

　としての兵士像／命令と服従／訓練等）

職業軍入と任期制軍人の人事問題

兵役義務者の人事問題（基本兵役終∫後に軍

　事訓練を受ける者を除く）
予備役問題／軍：事訓練

医療介護

宿舎／食糧／被服／福祉

給与および給与法上の隣接分野

杜会扶助

その他の問題

1348（　23．2）

1463（　25．2）

ユ167（　2D．ユ）

　59（1．0）
495（　　8．5）

196（　3．4）

593（　10．2）

453（　　7．8）

　36（0，6）

総計 5810（100．0）

本図表は、βTDγ～嬬sα6’zc　13／700，　S，44．による。

　　　図表3－2：情報源別の事件数（1994年）の統計

情報源 訴願数

連邦国防軍兵ヒ

連邦国防軍兵士の家族

連邦国防軍の正兵七

連邦議会議員

その他の議員

連邦軍外部の私人

団体、結社など

部隊視察

新聞報道

特別の事件

服務していない兵役義務者

その他の情報源

4038

175

405

　67

　14

　36

　20

　64

　35
150

636

！70

総計 5810

本図表は、．BT1）η4‘然掘建13／70αS．45．による。

図表3－3：連邦国防軍組織別の事件数（1994年）の統計

連邦国防軍の組織 訴願数（％）

連邦国防省

中央軍事職務部

陸軍

空軍

海軍

不明／連邦国防軍外部

　22（　　0．38）

394（　　6，78＞

3036（　52．25）

851（　14．65）

349（　　6．01）

1158（　19．93）

総計 5810（100．00）

本図表は、BTD吻6身sαc漉エ3／70◎S．46．による。

95



図表3－4　階級別の事件数（1994年）の統計

階　級 訴願数

将軍

参謀司令部付き将校

大尉

少尉
ドL官（m．P．：試験合格者）

ド｝コ官（o．P，：試験未合格者）

一般兵士

階級不明／連邦軍外部

　6
280

231

212

1474

633

2050

924

総計 5810

本図表は、BT1）ηイ‘，ん∫α〔・1～〔ヲ1．3／7ピ，0，　S．47．によるQ

図4：各州・地域別失業率（1992年6月30日現在）
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（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察

っ
て
付
与
さ
れ
る
権
限
は
、
連
邦
議
会
の
補
助
機
関
と
し
て
の
地
位
か
ら
、
連
邦
議
会
の
持
ち
う
る
以
上
の
権
限
は
（
三
権
分
立
制
度

の
上
か
ら
も
∀
認
め
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
軍
隊
や
司
法
機
関
へ
の
行
政
上
の
指
揮
・
監
督
権
へ
の
介
入
は
禁
じ
ら
れ
る
。
刑
事
訴

訟
法
、
防
衛
懲
戒
法
、
防
衛
不
服
申
し
立
て
規
則
に
固
有
な
、
司
法
的
、
準
司
法
的
な
手
続
上
の
地
位
と
権
限
は
有
し
て
い
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
防
衛
監
察
委
員
が
、
軍
事
機
関
の
決
定
の
不
当
性
を
認
め
た
と
し
て
も
、
そ
の
破
棄
を
命
じ
る
（
行
政
上
の
）
権
限
は
な

い
。
ま
た
、
そ
の
違
法
性
を
認
め
た
と
し
て
も
、
刑
事
上
、
告
発
・
起
訴
し
た
り
、
懲
戒
手
続
き
を
開
始
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
6
∀

事
オ
ン
ブ
ツ
マ
ン
た
る
防
衛
監
察
委
員
が
、
「
吠
え
る
が
噛
み
付
か
な
い
鎖
に
繋
が
れ
た
番
犬
」
と
椰
楡
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　
更
に
、
制
度
上
、
「
番
犬
の
番
を
誰
が
行
う
の
か
（
重
げ
。
≦
讐
。
げ
Φ
ω
夢
Φ
≦
緯
。
プ
。
亀
ひ
q
ご
」
と
い
う
、
オ
ン
ブ
ツ
マ
ン
自
身
に
対
す

る
「
外
部
統
制
」
や
「
監
督
」
の
問
題
は
、
今
日
ま
で
政
治
機
構
野
上
、
必
ず
し
も
解
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
オ

ン
ブ
ツ
マ
ン
の
サ
ー
ビ
ス
を
監
視
す
る
（
ω
ロ
O
Φ
『
≦
ω
冒
ひ
q
9
Φ
o
ヨ
げ
二
α
ω
目
き
。
・
Φ
「
≦
o
Φ
）
と
い
う
、
こ
の
問
題
は
、
オ
ン
ブ
ツ
マ
ン
に

対
す
る
不
満
が
そ
も
そ
も
存
在
す
る
の
か
、
オ
ン
ブ
ツ
マ
ン
制
度
を
制
度
化
し
た
機
関
（
こ
の
場
合
に
は
連
邦
議
会
）
が
、
制
度
化
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
7
）

い
う
投
資
に
見
合
っ
た
成
果
を
得
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
満
足
度
に
も
か
か
わ
る
。
（
制
度
化
以
来
三
五
年
を
経
て
、
）

連
邦
議
会
自
身
が
軍
事
オ
ン
ブ
ツ
マ
ン
制
度
の
成
果
を
疑
問
視
し
て
い
る
兆
候
は
認
め
ら
れ
な
い
が
故
に
、
こ
の
問
題
は
、
現
状
の
下

で
は
取
り
立
て
て
斜
酌
す
る
必
要
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
付
言
す
る
と
、
防
衛
監
察
委
員
の
近
年
の
年
次
報
告
書
は
、
一
方
で
は
、
保
守
的
な
観
点
か
ら
、
国
連
協
力
活
動
上
の
任
務
遂
行
に

お
い
て
、
（
第
二
次
世
界
大
戦
で
ド
イ
ツ
が
行
っ
た
「
戦
争
犯
罪
」
、
な
か
ん
ず
く
「
ナ
チ
ス
の
犯
罪
」
に
起
因
し
て
）
ド
イ
ツ
軍
に
課

せ
ら
れ
て
い
る
、
特
別
の
制
約
に
対
す
る
「
軍
人
の
不
満
」
を
代
弁
し
て
い
る
。
他
方
で
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
観
点
か
ら
、
ネ
オ
ナ
チ
に

よ
る
犯
罪
へ
の
（
軍
隊
の
組
織
的
関
与
で
は
な
く
、
個
々
の
）
軍
人
の
関
与
（
の
集
積
さ
れ
た
事
例
）
を
非
難
し
、
更
に
、
部
隊
内
部
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で
の
国
連
協
力
活
動
へ
の
参
加
に
際
し
て
、
一
部
に
「
集
団
的
強
制
（
Ω
陰
嚢
Φ
コ
N
ぞ
讐
α
q
）
」
の
事
例
が
あ
っ
た
こ
と
を
看
過
で
き
な

い
と
し
て
い
る
。

　
第
一
に
、
一
九
九
二
年
の
年
次
報
告
書
は
、
国
連
協
力
問
題
に
第
二
章
「
自
国
の
国
境
外
で
の
連
邦
国
防
軍
の
任
務
」
を
割
い
て
い

る
。
そ
こ
で
は
防
衛
監
察
委
員
自
身
が
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
ア
ド
リ
ア
海
に
派
兵
さ
れ
た
兵
士
を
、
部
隊
訪
問
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
と

し
て
、
ω
人
道
的
出
動
で
あ
っ
て
も
危
険
が
多
い
こ
と
、
②
憲
法
上
の
制
約
に
よ
っ
て
限
定
的
任
務
に
し
か
つ
け
な
い
こ
と
、
⑧
特
に

ア
ド
リ
ア
海
の
ド
イ
ツ
軍
艦
は
、
監
視
活
動
に
は
参
加
で
き
て
も
、
強
制
措
置
は
取
れ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
、
軍
人
の
（
保
守
的
な
）

　
　
　
　
　
　
　
（
9
8
V

不
信
感
を
報
じ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
一
九
九
二
年
の
年
次
報
告
書
の
第
五
章
「
連
邦
国
防
軍
と
社
会
」
第
一
節
「
極
右
主
義
」
、
一
九
九
三
年
の
年
次
報
告
書

の
第
五
章
「
極
右
主
義
」
、
一
九
九
四
年
の
年
次
報
告
書
の
第
七
章
「
兵
士
の
極
右
主
義
的
行
動
」
で
は
、
「
極
右
主
義
と
外
国
人
敵
視

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
9
）

（
〉
二
。
。
亟
冨
α
Φ
臥
①
営
色
8
プ
吋
Φ
ε
行
動
」
を
分
析
し
て
い
る
。
　
｛
九
九
二
年
の
年
次
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
若
年
層
を
蝕
む
ネ
オ
ナ
チ
に

よ
る
外
国
人
住
宅
放
火
、
暴
行
事
件
な
ど
六
一
件
の
事
件
に
、
八
四
名
の
連
邦
国
防
軍
兵
士
の
容
疑
者
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち

八
二
％
は
一
般
兵
士
（
ζ
曽
目
ω
6
げ
鋒
け
）
階
級
に
所
属
し
、
酒
に
酔
っ
て
の
犯
行
が
少
な
か
ら
ぬ
数
を
占
め
て
い
た
。
数
名
の
士
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
∀

（
○
塗
N
一
9
）
が
関
わ
っ
た
事
件
が
一
件
の
み
あ
っ
た
。
一
九
九
三
年
の
年
次
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
五
三
件
の
事
件
に
六
三
名
の
兵
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

が
関
わ
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
一
名
の
士
官
と
二
名
の
下
士
官
（
〔
｝
〔
昏
①
「
O
｛
｛
一
N
一
①
「
）
ま
で
も
が
関
わ
っ
て
い
た
の
は
奇
異
で
あ
っ
た
。

一
九
九
四
年
の
年
次
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
五
八
件
の
事
件
に
七
四
名
の
兵
士
が
関
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
一
般
兵
士
の
比
率
は
八
八

％
（
一
九
九
三
年
に
は
九
三
％
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
士
官
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
容
疑
の
事
件
は
、
二
六
％
が
公
務
中
に
起
き

て
い
た
。
三
一
％
は
酒
に
酔
っ
て
の
犯
行
で
あ
っ
た
。
三
四
件
は
旧
東
ド
イ
ツ
で
、
二
四
件
は
旧
西
ド
イ
ツ
で
発
生
し
て
い
る
。
最
後
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に
「
防
衛
監
察
委
員
自
身
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
連
邦
国
防
軍
内
部
で
極
右
主
義
が
発
展
し
た
も
の
で
は
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
一
般
社
会
（
と
り
わ
け
旧
東
ド
イ
ツ
）
に
お
け
る
失
業
率
の
悪
化
（
図
表
4
を
参
照
）
と
、
（
旧
東
ド
イ

ツ
に
お
け
る
）
連
邦
軍
兵
士
に
よ
る
極
右
主
義
犯
罪
の
増
加
現
象
は
、
相
関
関
係
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
に
、
一
九
九
三
年
の
年
次
報
告
書
の
第
二
章
「
連
邦
国
防
軍
の
国
外
派
兵
へ
の
参
加
」
に
よ
れ
ば
、
国
連
協
力
活
動
へ
の
参
加

に
際
し
て
は
、
志
願
兵
の
み
を
国
防
大
臣
は
派
兵
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
「
国
防
の
義
務
」
に
基
づ
い
て
徴
兵
さ
れ
て
い
る
、
一
般
兵
役

義
務
者
に
と
っ
て
は
、
本
来
の
義
務
の
範
囲
外
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
部
の
部
隊
内
部
で
は
「
集
団
的
強
制
」
が
、
出
動
へ
の

（
志
願
者
の
）
同
意
に
あ
た
っ
て
、
暗
に
強
要
さ
れ
た
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
看
過
で
き
な
い
と
、
防
衛
監
察
委
員
は
指
摘
し
て

奉
以
上
の
よ
う
に
報
告
し
た
の
は
・
一
九
⊥
ハ
九
年
以
来
C
S
U
所
属
の
連
邦
議
会
膏
を
務
め
・
一
九
九
。
年
か
ら
一
九
九
梅

ま
で
防
衛
監
察
委
員
の
職
責
を
担
っ
た
A
・
ビ
ー
レ
（
〉
年
Φ
住
じ
d
一
Φ
巨
①
）
で
あ
る
。

お
わ
り
に
ー
ド
イ
ツ
国
民
の
連
邦
国
防
軍
に
対
す
る
支
持
傾
向
と
冷
戦
後
の
軍
縮
政
策
に
つ
い
て
一

　
　
　
　
（
一
）

　
（
西
）
ド
イ
ツ
が
再
軍
備
す
る
に
あ
た
っ
て
、
な
ぜ
、
防
衛
オ
ン
ブ
ツ
マ
ン
制
度
が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
見
に
よ
れ
ば
、

こ
の
制
度
は
、
軍
隊
が
そ
の
内
部
秩
序
を
民
主
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
で
民
主
的
な
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
軍
隊
を
創
設
し
よ
う

と
す
る
努
力
の
現
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
努
力
は
、
（
西
）
ド
イ
ツ
国
民
の
「
ナ
チ
ズ
・
ド
イ
ツ
の
全
体
主
義
国
家
」
に
対
す
る

「
反
省
」
に
基
づ
い
て
い
る
。
ま
た
、
民
主
的
な
自
由
主
義
国
家
の
国
防
政
策
を
、
西
側
陣
営
の
最
前
線
で
否
応
な
し
に
遂
行
す
る
こ
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と
を
運
命
付
け
ら
れ
て
い
た
、
（
西
）
ド
イ
ツ
国
民
の
「
苦
悩
」
の
表
現
で
も
あ
る
。

　
旧
稿
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
T
・
ホ
イ
ス
（
目
プ
Φ
O
鳥
O
「
　
山
Φ
＝
ω
ω
）
議
員
は
、
一
五
対
二
の
少
数
反
対
意
見
な
が
ら
、
ボ
ン
基
本
法

制
定
会
議
で
、
＝
般
兵
役
義
務
」
は
、
「
民
主
政
治
制
度
の
正
当
な
嫡
出
子
（
δ
α
q
三
ヨ
Φ
囚
ぎ
α
α
①
「
U
①
ヨ
。
閃
轟
戯
Φ
）
で
あ
る
」
と
慎

　
　
　
　
　
　
（
晒
V

み
を
も
っ
て
述
べ
た
。
そ
の
後
、
ホ
イ
ス
が
初
代
の
連
邦
大
統
領
（
形
式
上
の
国
家
元
首
）
に
任
命
さ
れ
、
二
期
、
一
〇
年
間
に
わ
た

っ
て
在
職
し
た
点
を
考
慮
す
る
と
、
（
西
）
ド
イ
ツ
と
い
う
国
家
の
「
一
般
兵
役
義
務
」
を
基
盤
と
す
る
国
防
制
度
の
実
態
が
明
ら
か

に
な
る
。
例
え
ば
、
一
九
五
七
年
頃
の
連
立
政
府
癖
馬
与
党
C
D
U
は
、
「
一
般
兵
役
義
務
」
が
必
要
で
あ
る
と
、
繰
り
返
し
て
言
明

　
　
　
　
（
賜
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、

し
続
け
て
い
た
。
だ
が
、
（
冷
戦
構
造
が
崩
壊
し
た
後
の
）
今
日
、
「
民
主
的
社
会
は
、
必
ず
し
も
一
般
兵
役
義
務
と
い
う
、
た
だ
一
つ

の
国
防
制
度
の
み
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
か
よ
う
に
も
っ
ぱ
ら
】
般
兵
役
義
務
の
必
要
不
可
欠
性
と
必
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
断
）

性
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ホ
イ
ス
の
議
論
を
曲
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
、
考
え
る
論
者
も
現
れ
て
き
た
。

　
こ
の
よ
う
な
時
代
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
統
｝
ド
イ
ツ
後
の
ド
イ
ツ
国
民
の
連
邦
国
防
軍
に
対
す
る
支
持
傾
向
は
、
世
論
調
査

に
よ
れ
ば
著
し
く
強
固
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
連
邦
国
防
軍
の
存
在
に
よ
っ
て
東
側
と
の
効
果
的
な
協
調
政
策
が
阻
害

さ
れ
て
、
む
し
ろ
『
平
和
に
対
す
る
脅
威
（
O
①
中
肋
｛
費
血
Φ
コ
「
『
δ
島
①
昌
）
』
が
生
じ
て
い
る
と
考
え
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
連
邦
国
防

軍
は
平
和
の
為
に
役
立
っ
て
い
る
と
と
考
え
ま
す
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
回
答
は
、
旧
西
ド
イ
ツ
国
民
の
八
九
％
と
旧
主
ド
イ
ツ

国
民
の
七
九
％
が
「
平
和
に
役
立
っ
て
い
る
」
と
答
え
て
い
る
。
反
対
に
旧
西
ド
イ
ツ
国
民
の
五
％
と
仁
和
ド
イ
ツ
国
民
の
一
七
％
の

み
が
「
平
和
に
対
す
る
脅
威
と
な
っ
て
い
る
」
と
答
え
て
い
る
。
但
し
、
「
連
邦
国
防
軍
は
世
界
の
平
和
に
何
ら
影
響
力
を
持
っ
て
い

な
い
」
と
い
う
、
第
三
の
選
択
肢
を
設
定
す
る
と
、
「
平
和
に
役
立
っ
て
い
る
」
と
み
な
す
の
は
、
電
場
ド
イ
ツ
国
民
の
六
三
％
、
旧

東
ド
イ
ツ
国
民
の
六
二
％
と
な
り
、
「
平
和
に
対
す
る
脅
威
と
な
っ
て
い
る
」
は
旧
西
ド
イ
ツ
国
民
の
四
％
、
旧
東
ド
イ
ツ
国
民
の
七
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％
と
減
少
す
る
が
、
「
何
ら
影
響
力
を
持
っ
て
い
な
い
」
が
、
旧
型
ド
イ
ツ
国
民
の
三
二
％
、
旧
東
ド
イ
ツ
国
民
の
三
〇
％
で
、
約
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
跳
）

割
の
国
民
が
極
め
て
消
極
的
に
連
邦
国
防
軍
の
役
割
り
を
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
（
図
表
5
参
照
）
。
ま
た
、
国
連
の
ブ
ル
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

ヘ
ル
メ
ッ
ト
（
武
装
し
た
部
隊
の
み
な
ら
ず
、
軍
事
監
視
員
や
非
武
装
の
シ
ビ
リ
ア
ン
監
視
員
も
含
む
平
和
維
持
部
隊
”
じ
d
冨
午

冨
巨
）
へ
の
参
加
が
、
将
来
、
連
邦
国
防
軍
の
役
割
り
に
な
る
こ
と
に
賛
成
す
る
者
は
、
↓
九
九
二
年
の
調
査
に
よ
れ
ば
旧
西
ド
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
O
l
l
）

ツ
国
民
の
七
四
％
、
鼻
革
ド
イ
ツ
国
民
の
六
一
％
、
反
対
す
る
者
は
、
旧
西
ド
イ
ツ
国
民
の
二
四
％
、
鼻
革
ド
イ
ツ
国
民
の
三
八
％
で
、

　
　
　
　
　
　
（
I
1
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

こ
の
問
題
の
複
雑
さ
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
る
。
但
し
、
将
来
的
に
も
連
邦
国
防
軍
が
ド
イ
ツ
領
土
内
の
防
衛
を
す
る
こ
と
に
賛
成

か
反
対
か
と
い
う
、
単
純
明
快
な
問
い
に
対
し
て
は
、
九
〇
％
（
旧
訳
ド
イ
ツ
国
民
）
な
い
し
九
二
％
（
対
束
ド
イ
ツ
国
民
）
が
賛
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
〉

し
て
お
り
、
現
行
の
国
防
制
度
自
体
は
お
お
む
ね
追
認
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
（
図
表
6
参
照
）
。
こ
の
よ
う
に
比
較
的
肯
定
的
な
ド

イ
ツ
国
民
の
連
邦
国
防
軍
に
対
す
る
支
持
が
認
め
ら
れ
る
一
因
と
し
て
は
、
防
衛
オ
ン
ブ
ツ
マ
ン
制
度
を
始
め
と
す
る
「
連
邦
国
防
軍

の
民
主
化
」
に
向
け
て
の
努
力
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
・
γ
。

　
　
　
　
（
二
V

　
最
後
に
、
東
西
冷
戦
構
造
の
終
焉
後
に
、
国
際
政
治
体
制
が
変
化
し
た
結
果
と
し
て
、
統
一
ド
イ
ツ
の
対
外
・
安
全
保
障
政
策
が
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
塒
）

の
よ
う
に
変
化
し
て
ゆ
く
の
か
と
い
う
、
統
一
ド
イ
ツ
連
邦
国
防
軍
の
新
し
い
役
割
を
考
え
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
、

軍
縮
と
い
う
既
に
着
手
さ
れ
た
事
実
が
あ
り
、
第
二
に
、
国
連
の
ブ
ル
ー
ヘ
ル
メ
ッ
ト
へ
の
参
加
と
い
う
新
し
く
拡
大
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
任
務
が
あ
る
。

　
第
一
の
軍
縮
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
は
、
図
表
8
を
参
照
し
て
欲
し
い
。
ド
イ
ツ
連
邦
国
防
軍
は
一
九
九
〇
年
（
に
お
け
る
兵
員
数
、

西
ド
イ
ツ
軍
四
九
万
五
千
人
。
東
ド
イ
ツ
正
規
軍
九
万
人
。
但
し
一
説
に
は
東
ド
イ
ツ
軍
一
七
万
人
と
も
言
う
。
）
か
ら
一
九
九
五
／
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図表5：連邦国防軍による平和の保障

問1：連邦国防軍の存在によって東側との効果的な融和政策が阻害され、かくして平和に対

　　　する危険がむしろ生じていると思いますか。それとも、連邦国防軍の存在は平和をよ

　　　り確実にしていると思いますか。

回答　連邦国防軍は平和に対する危険である。　　旧西ドイツ　5％　　旧東ドイツ　17％

　　　連邦国防軍は平和をより確実にしている。　　　〃　　　89％　　　　〃　　　79％

　　　無図答　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　6％　　　　〃　　　4％

問2：連邦国防軍の存在によってむしろ平和に対する危険が生じていると思いますか。それ

　　　とも連邦国防軍の存在は平和をより確実にしていると思いますか。

回答　連邦国防軍は平和に対する危険である。

　　　連邦国防軍は平和をより確実にしている。

　　　連邦国防軍は平和に対し、何ら影響力を

　　　持っていない。

　　　無回答

1日西ドイツ　　4％

　　〃　　63％

1
1　
1
1

32％

0％

旧東ドイツ　7％

　　〃　　62％

〃　
〃

30％

1％

本図表は、Wilfried　von　Bredow，1万6　Z盈π〃4召γBzfη46∫ωθ厩Leske＋Budrich，1995，

S．48．による。

図表6：連邦国防軍の将来の任務

①連邦共和国の国境内での防衛

②NATO加盟国の領．L内での防衛

③他の欧州諸国の防衛

④「ブルーヘルメット」への出動

⑤国連の軍事行動

⑥災害援助

⑦環境保護

　
　
答
　
　
答
　
　
答
　
　
答
　
　
答
　
　
答
　
　
答

幽
幽
勲
猷
嗣
無
猷
麟
鯛
蛾
記
憶
猷
刷
鯛
猷
嗣
鯛
猷
姻
鯛

旧西ドイツ

　　〃

　　〃

旧西ドイツ

　　〃

　　〃

旧西ドイツ

　　〃

　　〃

旧西ドイツ

　　〃

　　〃

lH西ドイツ

　　〃

　　〃

1日西ドイツ

　　〃

　　〃

旧西ドイツ

　　〃

　　〃

品
品
跳
臨
跳
端
跳
畷
端
眺
跳
跳
醍
炉
端
咄
端
跳
嘔
眺
跳

1日東ドイツ

　　〃

　　〃

旧東ドイツ

　　〃

　　〃

中東ドイツ

　　〃

　　〃

旧東ドイツ

　　〃

　　〃

旧東ドイツ

　　〃

　　〃

1日東ドイツ

　　〃

　　〃

旧東ドイツ

　　〃

　　〃

蟷
祝
慨
臨
端
跳
盤
醐
跳
畝
蹴
蝿
醐
盤
瑞
臓
跳
四
四
麟
跳

本図表は、Bredow，　a．　a．0．（Skizze　5），　S．49．による。
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（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察

図表7　ドイツは国連の平和執行部隊（戦闘を伴う緊急展開用の部隊）に出動すべきか否か。

旧西ドイツ

〃

〃

賛成　　1991年

　　　　1993年

意見なしつ1年
　　　　’93年

反対　　91年
　　　　’93年

置
％
％
％
％
％

0
1
　
0
ン
0
　
0
8

4
4
　
　
　
2
　
［
」
3

ill東ドイツ

’1

〃

賛成　　199ケ年　34％

　　　　1993年　22％

意見なし’91年　10％

　　　　93年　21％
反対　　　’91年　53％

　　　　’93年　56％

本図表は、Bredow，　a．　a．0．（Skizze　5），　S．50．による。

　　　　　　図表8：NATOに加盟する欧州諸国の軍隊の人的縮少

国名 1990年当時の兵員数　1995／96年の兵員数 兵役制度

ドイツ

ベルギー

オランダ

フランス

イギリス

トルコ

ギリシャ

スペイン

ポルトガル

デンマーク

ノルウェー

約60万人

約8万入
約7万八
　42．万人

置30．万人

　58万5．T・入

　2G．万人

　27万5千人

7万3．千思
27ゴ9．1卜6一百隔人

3．怩U千7百人

37万入

4一恣

3万9千入
35万人

25万入
36’怩T千入
12万5千八
17万人

3万入
2．怩W千八

3万5千9百人

一般兵役義務が論争の

対象になっている。

兵役は廃止。

　　1「

兵役が存続。

職業軍人制度。

兵役が存続。

　　〃
一般兵役義務が論争の

対象になっている。

兵役は廃止。

兵役が存続。

兵役が存続。

本図表は、FAZ（Frallkfurter　Allgemeine　Zeitung）v．1L2．1993，　in：Bredow，　a．　a．0．

（Skizze　5），　S　87，によるD

　　　　　図表9：ドイツ連邦共和国の国防予算額（単位、億マルク）

年 1989　　　／990a）　　　1991　　　1992　　　　1993　　　　1994

人件費

器材維持費・稼動費

その他の稼動費

研究・開発費
調達費（運送費を含む）

建設費・施設費

234

48

75

29

114

24

276

52

93

34

128

29

256

51

78

31

95

21

259

50

79

29

77

21

257

48

79

25

70

22

250

46

84

25

57

19

その他の投資額

包括的な支出削減
　2　　　19
－12　　－10

2

2
7

2 2

稼動費合計
投資客頁合言晋’ 4

U
2

C
U
7

3
1

9
回
9
」
2
1
4
2

匿
」
⑪
0
0
5

3
1

O
J
1

8
3
3
1

に
」
∩
コ8
1
3
1

1
4
8
0
3
1総計 532 622 526 521 498 486

本図表は、Burkhard　J．　Huck，‘Friedensdividende’in　der　BRD，　Eine　Kosten－Nutzen・

Rechnung，　Ebenhausen　1994，　S．10，　in：Bredow，　a．a．0．（Skizze　5），　S．88．による。

なお、a＞1990年に国防予算額が一時的に増大しているが、これは東西ドイツの統・．一による短

期的な支描増額の故である（と推定される）。

1G3



図表m：ドイツ統一後の連邦国防軍兵員数の削減

496，275

467，108 456，185

425，060

373，374

500000

40000G

300000

200000

100000

　　　　0

1989．12．31　　　　1990，12．31　　　　1991．12，31　　　　1992，12，31　　　　1993．12．31

　本図表は、松浦一夫「ドイツ連邦議会防衛監察委員一議会による軍事領域統制のため
のオンブズマンー」『防衛大学校紀．要第70輯（社会科学分冊）』（1995年3月）69頁。βT
Z）7π‘々5α‘乃612／6950，S．48．による。

　なお、1989年から1993年までの4年間に、9．万3734名の連邦国防軍兵員が削減されてい

る。（1994年1月1日現在のドイツ連邦国防軍兵員数の）37万という数値は、H・コール
（Helmut　Koh1）首相（CDU）とゴルバチョフ大統領が、モスクワで1990年7月に会談して、

統一．一ドイツがNATOに加盟することが合意された時に、併せて決められたものである。同

時に、旧東独駐留ソ連軍も（同じ期間内に）撤退することが、国際的に取り決められている。

（坪郷實『統一ドイツのゆくえ』（岩波新書・1991年）68頁）。

九
六
年
に
か
け
て
約
二
〇
万
入
余
り
の
兵
力
を
削

減
し
て
い
る
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
一

九
九
〇
年
代
中
期
に
、
最
大
で
一
〇
万
人
規
模
の

兵
力
を
欧
州
に
駐
留
さ
せ
続
け
る
と
目
算
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
カ
ナ
ダ
は
そ
の
在
欧
兵
力
五
千
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

を
、
既
に
引
き
上
げ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
ド
イ
ツ
領
土
外
へ
の
ド
イ
ツ
連
邦
国

防
軍
の
派
兵
へ
の
積
極
的
な
提
言
を
、
一
九
九
二

年
一
一
月
二
六
日
に
、
連
邦
国
防
大
臣
フ
ォ
ル
カ

i
・
リ
ュ
ー
エ
（
＜
o
涛
Φ
「
菊
爵
Φ
”
C
D
U
）
は
、

「
国
防
政
策
の
指
針
」
と
題
し
て
、
以
下
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

　
　
軍
人
の
規
範
的
理
想
像
の
中
心
に
は
、
ド
イ

　
　
ツ
と
い
う
国
家
を
守
り
、
必
要
と
あ
ら
ば
自

　
　
己
の
生
命
を
こ
の
目
的
の
た
め
に
提
供
す
る

　
　
と
い
う
、
意
志
が
今
後
も
存
在
し
続
け
る
で

　
　
あ
ろ
う
。
我
が
国
の
軍
人
は
、
将
来
的
に
は
、
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（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察

　
　
密
接
に
結
び
付
い
た
世
界
に
お
い
て
、
自
国
に
と
っ
て
の
（
国
防
）
責
任
と
同
時
に
、
他
の
諸
国
民
と
諸
国
家
の
、
脅
威
に
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
踊
∀

　
　
さ
れ
た
自
由
と
安
寧
の
た
め
に
果
た
す
べ
き
連
帯
責
任
を
担
う
、
準
備
も
で
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
筆
者
が
着
目
す
る
の
は
、
こ
の
「
新
た
に
拡
大
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
任
務
」
が
、
ド
イ
ツ
と
い
う
国
家
の
軍
備
が
確
実
に
縮
減
さ
れ
る

局
面
で
、
表
明
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
図
表
9
に
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
国
防
予
算
額
は
、
］
九
八
九
年
度
の
五
三

二
億
マ
ル
ク
か
ら
、
一
九
九
四
年
度
の
四
八
六
億
マ
ル
ク
へ
と
、
八
・
六
五
％
も
既
に
削
減
さ
れ
て
い
る
。
（
同
時
期
の
兵
員
数
の
削

減
に
つ
い
て
は
、
図
表
1
0
を
参
照
。
）
更
に
、
一
九
九
四
年
一
月
に
、
連
邦
政
府
は
一
連
の
軍
縮
閣
議
決
定
を
ま
と
め
、
一
九
九
四
年

度
の
予
算
総
額
の
う
ち
一
二
億
五
千
万
マ
ル
ク
分
の
国
防
省
予
算
を
縮
少
し
て
、
四
八
六
億
マ
ル
ク
で
は
な
く
、
四
七
三
障
五
千
万
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

ル
ク
の
予
算
額
へ
と
軍
備
を
下
方
修
正
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
注

　
（
1
）
　
ボ
ン
基
本
法
第
四
五
b
条
に
記
さ
れ
た
妻
Φ
ぼ
σ
Φ
鋤
＝
沖
鎚
ひ
q
8
「
を
読
み
方
で
言
う
と
「
防
衛
オ
ン
ブ
ツ
マ
ン
」
と
筆
者
は
訳
し
た
が
、
一
般
に
は
、

　
　
　
こ
の
様
に
称
し
て
い
な
い
事
例
の
方
が
多
い
。
例
え
ば
、
宮
沢
俊
義
編
『
世
界
憲
法
集
第
四
版
』
（
岩
波
文
庫
・
一
九
八
三
年
）
↓
七
八
頁
（
山
田

　
　
　
晟
）
は
「
国
防
受
託
者
」
と
訳
し
て
い
る
。
ま
た
清
水
望
『
西
ド
イ
ツ
の
政
治
機
構
』
（
成
文
堂
・
㎜
九
六
九
（
一
九
七
七
）
年
）
二
六
↓
頁
以
下
は
、

　
　
　
「
防
衛
監
察
委
員
」
と
訳
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
監
察
委
員
」
と
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
に
言
う
。
ヨ
σ
二
α
ω
∋
四
コ
　
の
こ
と
で
あ
る
。
（
芝
■
く
■

　
　
　
じ
U
「
①
匹
。
≦
。
b
魯
寒
瀞
ミ
ミ
瞭
魯
、
し
q
ミ
ミ
職
塁
ミ
鴨
響
き
い
Φ
。
。
吋
Φ
＋
b
σ
二
氏
甑
。
げ
．
一
㊤
㊤
9
G
o
■
①
○
。
）
筆
者
が
か
つ
て
（
一
九
八
四
年
か
ら
一
九
八
五
年
に
か
け
て
）

　
　
　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
社
会
研
究
所
で
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
時
の
経
験
に
照
ら
し
て
言
う
な
ら
ば
、
オ
ン
ブ
ツ
マ
ン
の
－
α
雪
は
、
文
法

　
　
　
h
は
－
ω
の
－
と
同
じ
発
音
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
、
日
本
人
の
講
師
は
「
ス
」
と
発
音
し
て
い
た
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
入
の
複
数
の
講
師
は
、
ス
ト
ッ
ク

　
　
　
ホ
ル
ム
説
り
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
小
さ
な
音
で
「
ツ
」
と
発
音
し
て
い
た
。
そ
こ
で
原
語
に
近
い
発
音
を
表
記
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
な
お
、
「
オ
ン
ブ
ツ
マ
ン
」
と
の
表
記
を
最
初
に
筆
者
に
教
え
た
の
は
、
岡
野
加
穗
留
『
世
界
の
議
会
一
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
m
』
（
ぎ
ょ
う
せ
い
．
一
九
八

　
　
　
三
年
）
二
二
頁
で
あ
る
。
ま
た
、
「
オ
ン
プ
ツ
マ
ン
」
と
の
表
記
は
、
川
野
秀
之
「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
お
け
る
オ
ン
ブ
ツ
マ
ン
制
度
の
特
質
」
『
政
治
学
研
　
0
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　
究
4
号
』
二
九
七
四
年
）
四
六
一
五
六
頁
で
も
既
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。



麗
麩
㌔
』
鮎
挺
銀
監
気
惚
弩
雑
麟
鞭
鑓
獲
魏
箆
ジ
⊥
『
防
衛
大
学
校
墾
七
・
篭

　
　
（
社
会
科
学
分
冊
）
』
（
一
九
九
五
年
三
月
）
七
頁
。
更
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
安
全
保
障
問
題
委
員
会
の
審
議
に
続
く
、
法
制
．
憲
法
委
員
会
の
審
議
に
お

　
　
い
て
は
、
A
・
ア
ー
ン
ト
（
〉
色
。
一
h
》
3
ユ
こ
議
員
（
S
P
D
二
九
四
九
年
か
ら
一
九
六
九
年
ま
で
在
職
、
　
一
九
六
三
年
一
四
年
に
は
ベ
ル
リ
ン
市

　
学
問
・
芸
術
相
）
が
、
以
下
の
よ
う
に
防
衛
監
察
委
員
の
性
質
を
把
握
し
た
。
す
な
わ
ち
、
防
衛
監
察
委
員
は
、
連
邦
議
会
と
国
防
省
．
連
邦
軍
と
い

　
う
「
二
つ
の
権
力
ブ
ロ
ッ
ク
を
、
よ
り
柔
軟
で
よ
り
良
好
な
均
衡
に
お
い
て
結
合
し
、
ま
た
＝
疋
の
方
法
で
区
画
す
る
た
め
、
両
者
の
間
に
組
み
込
ま

　
れ
た
緩
衝
器
」
で
あ
る
と
説
明
し
た
。
（
同
論
文
、
同
箇
所
。
）

（
4
）
留
≡
亀
．
＝
巨
長
。
コ
鴇
寒
ミ
ミ
ぎ
筑
b
§
ミ
ミ
蹄
§
ミ
ミ
ミ
ト
§
ぎ
・
ミ
§
G
ミ
§
竈
こ
5
一
＜
Φ
目
ω
尊
。
δ
壽
プ
。
∋
m
・

　
　
S
・
P
・
ハ
ン
テ
ン
ト
ン
著
、
坪
郷
・
中
道
・
藪
野
訳
『
第
三
の
波
』
（
三
値
書
房
・
一
九
九
五
年
）
一
四
五
頁
所
収
の
ミ
ロ
ン
・
ウ
ェ
イ
ナ
ー
の
説

　
　
（
竃
旨
8
芝
魯
①
晃
．
国
二
三
。
9
。
；
Φ
暮
§
§
↓
げ
①
。
三
碧
3
冨
↓
「
・
。
コ
。
・
三
8
h
『
。
ヨ
〉
二
夢
g
§
雪
圃
の
ヨ
け
。
∪
Φ
ヨ
。
。
『
国
∩
《
、
、
・
器
N
。
（
閃
四
＝

　
　
ら
。
。
刈
γ
℃
．
。
。
①
①
．
）
を
参
照
。
当
該
箇
所
の
脚
注
に
は
、
「
民
主
化
を
求
め
る
人
々
に
と
っ
て
の
教
訓
は
〈
中
略
〉
中
間
層
か
ら
の
、
ま
た
、
必
要
な
ら

　
　
ば
、
保
守
的
右
翼
か
ら
の
支
持
を
求
め
る
こ
と
。
左
翼
を
抑
え
、
左
翼
が
運
動
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
（
議
事
日
程
）
を
支
配
す
る
の
を
阻
止
す
る
こ
と
（
な

　
　
ど
）
」
と
、
記
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）
密
「
冒
三
。
・
。
。
♂
、
ミ
・
肉
・
ミ
ー
尊
ミ
ミ
ミ
・
§
し
。
軌
髭
§
§
臣
こ
』
・
芝
』
醇
・
・
毫
①
・
ω
・
N
ω
・
。
・

（
6
）
　
松
浦
、
注
（
3
）
前
掲
論
文
、
八
－
九
頁
。

（
7
）
　
松
浦
、
注
（
3
）
前
掲
論
文
、
八
－
九
頁
。

（
8
）
O
。
ω
①
二
言
①
乙
魯
芝
①
ぼ
σ
①
窪
｛
冨
α
q
§
島
Φ
ω
∪
①
三
ω
6
ぽ
8
じ
口
塞
α
Φ
ω
富
ひ
q
Φ
ρ
z
①
鼠
鋤
ω
。
・
巨
ひ
q
＜
§
一
①
・
①
」
り
・
。
悼
』
§
§
薦
鳴
戸
二
二
、
ミ
（
し
。
禽
ジ

　
　
一
〇
。
。
・
。
響
一
轡
ω
．
①
刈
。
。
戸
舜
ω
．
㎝
O
山
．
　
一
九
九
五
年
三
月
七
日
現
在
の
最
新
の
条
文
は
、
冨
ξ
①
ω
σ
①
ユ
。
葺
ち
㊤
♪
b
鴨
袋
誘
ら
譜
鳴
、
し
d
ミ
謡
職
鴨
二
二
－
N
9

　
　
き
譜
奪
恥
誌
ミ
魯
b
ミ
ら
謝
§
譜
ミ
9
刈
■
竃
斗
N
盛
り
9
　
（
以
下
し
口
↓
－
b
ミ
簿
箋
ら
蒔
N
恥
＼
ミ
食
と
略
す
。
）
ψ
し
。
心
－
。
。
①
．
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
同

　
　
法
の
邦
訳
（
全
文
）
は
、
松
浦
、
注
（
3
）
前
掲
論
文
、
五
四
－
五
九
頁
を
参
照
。

（
9
）
　
松
浦
、
注
（
3
）
前
掲
論
文
、
一
八
頁
、
五
七
頁
。
な
お
、
女
性
の
防
衛
監
察
委
員
の
実
際
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
注
（
姻
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
1
0
）
　
防
衛
監
察
委
員
事
務
局
の
職
員
は
、
当
初
＝
名
で
、
内
三
名
が
高
級
職
の
公
務
員
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
事
務
量
の
増
大
と
共
に
補
充

　
　
さ
れ
て
、
一
九
七
〇
年
に
は
、
総
数
五
四
名
、
内
上
級
公
務
員
二
五
名
、
高
級
職
の
公
務
員
一
〇
名
で
あ
る
。
（
麻
生
茂
「
西
ド
イ
ツ
の
連
邦
議
会
防



　
　
衛
受
託
者
制
度
」
二
九
～
三
〇
頁
『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
、
二
四
七
号
』
（
一
九
七
一
年
八
月
V
九
頁
以
下
。
）

（
1
1
）
　
な
お
、
旧
規
定
で
は
「
連
邦
職
員
の
俸
給
ラ
ン
ク
B
一
〇
に
相
当
す
る
給
料
を
受
け
取
る
」
と
、
記
さ
れ
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
俸
給
ラ
ン
ク
B
↓

　
　
○
と
は
、
連
邦
労
働
裁
判
所
、
連
邦
財
政
裁
判
所
、
連
邦
裁
判
所
、
連
邦
社
会
裁
判
所
、
連
邦
行
政
裁
判
所
の
各
長
官
、
陸
海
空
軍
大
将
と
同
格
で
あ

　
　
る
。
連
邦
会
計
検
査
院
長
、
各
省
次
官
は
一
ラ
ン
ク
上
の
俸
給
ラ
ン
ク
B
＝
で
あ
る
。
（
小
島
武
司
・
外
間
寛
編
『
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
の
比
較
研

　
　
究
』
（
中
央
大
学
出
版
部
・
一
九
七
九
年
）
三
三
九
頁
、
注
＝
一
。
）
ま
た
、
旧
規
定
で
は
、
連
邦
首
相
は
俸
給
ラ
ン
ク
B
＝
の
一
と
三
分
の
二
倍
の

　
　
給
与
の
外
に
二
四
、
○
○
O
D
M
の
必
要
経
費
補
填
手
当
な
ど
が
支
給
さ
れ
、
連
邦
大
臣
は
俸
給
ラ
ン
ク
B
＝
の
一
と
三
分
の
】
倍
の
給
与
の
外
、

　
　
七
、
二
〇
〇
D
M
の
必
要
経
費
補
填
手
当
な
ど
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。
（
じ
σ
ロ
コ
α
①
。
。
邑
巳
ω
け
興
ひ
q
Φ
ω
①
N
。
・
”
〉
井
一
一
》
σ
ω
」
、
罫
b
奏
、
象
ぎ
切
§
職
鳴
物
ミ
き
ひ

　
　
一
国
切
］
Q
っ
色
8
ω
－
器
O
．
＝
Φ
｛
Φ
ヨ
昌
ぴ
q
し
り
。
。
県
V

（
1
2
）
　
陸
ヒ
、
海
上
交
通
に
つ
い
て
は
一
等
車
な
い
し
一
等
の
船
室
が
、
寝
台
車
に
つ
い
て
は
一
段
ベ
ッ
ド
・
ク
ラ
ス
が
適
用
さ
れ
る
。
（
じ
d
＝
a
①
宥
Φ
δ
Φ
・

　
　
吋
。
ω
8
コ
ひ
q
Φ
ω
虫
N
’
お
．
＝
．
巳
刈
G
。
層
〉
昇
■
切
〉
げ
ω
」
”
b
σ
爵
貸
r
Q
D
」
①
卜
。
ω
．
）

（
1
3
）
　
∪
①
目
①
三
什
曽
芝
Φ
「
豪
雪
ρ
し
q
o
誌
ミ
、
映
。
ミ
ミ
§
ミ
、
（
葵
ン
〉
雰
軽
3
口
㊤
。
。
♪
料
。
。
．
＝
駄
霞
当
ぴ
q
（
国
。
冨
具
じ
d
二
。
っ
9
ン
ヵ
窪
号
二
∋
ヨ
興
O
ρ

（
1
4
）
　
国
．
O
ロ
¢
。
。
o
貫
①
び
ρ
（
〉
ロ
ヨ
し
ω
γ
力
9
。
コ
匹
昌
「
．
Σ
．

（
1
5
）
　
国
σ
F
即
鋤
昌
α
昌
「
■
謡
．

（
1
6
）
　
国
げ
9
幻
四
コ
ユ
霞
．
刈
し
。
．
謡
．

（
1
7
）
　
国
げ
F
胃
鋤
コ
α
霞
．
お
．

（
1
8
）
　
国
σ
臼
国
ロ
＝
匹
コ
唇
置
’

（
1
9
）
　
国
げ
鮮
カ
ロ
鵠
ユ
奪
．
誤
．

（
2
0
）
　
国
σ
α
．
肉
四
つ
畠
霞
．
謬
’

（
2
1
）
　
勺
Φ
冨
「
ω
o
『
9
N
．
b
尉
b
§
冴
ら
詳
b
鳴
§
罫
ミ
、
壁
〇
二
葺
①
「
O
訂
。
ひ
Q
〈
Φ
「
冨
ひ
q
」
㊤
①
《
も
D
」
G
。
県

（
2
2
）
　
b
σ
＄
貸
ら
鶏
讐
一
導
ω
．
卜
。
O
Q
。
h
＝

（
2
3
＞
　
b
ロ
爵
譜
｝
り
課
導
ご
ω
．
臣
δ
｛
：

（
2
4
）
　
し
q
禽
貸
一
8
◎
一
曽
ω
」
＝
h
；
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

（
2
5
）
　
国
．
じ
口
⊆
ω
∩
貫
餌
．
P
ρ
（
》
コ
ヨ
．
一
ら
。
γ
菊
餌
口
α
ヨ
．
㊤
卜
。
．



（
％
）
　
〉
．
踏
．
O
．
（
〉
コ
∋
．
一
も
Q
）
’
勾
国
づ
伍
嵩
5
り
ω
．

（
2
7
）
〉
』
．
ρ
（
〉
づ
ヨ
」
ω
ン
寄
a
霞
．
㊤
Φ
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鵬

（
銘
）
　
〉
「
．
P
O
．
（
》
コ
ヨ
．
一
し
Q
ン
カ
9
◎
コ
匹
コ
噌
．
り
仁
．

（
四
＞
　
〉
【
”
．
○
．
（
〉
コ
ヨ
■
一
ω
γ
閃
P
二
⇒
伽
昌
5
刈
O
C
埴
刈
り
■

（
3
0
）
　
一
国
7
門
①
6
り
σ
Φ
「
8
げ
博
一
㊤
①
Q
Q
、
し
。
↓
I
b
ミ
ら
隷
偽
馬
ら
瀞
鴨
軌
＼
Q
℃
N
N
一
㊤
■
閃
①
σ
「
¢
国
「
一
〇
①
P
ω
．
軽
Q
Q
■

〔
鐡
）
　
し
⇔
↓
－
b
、
ミ
ら
隷
砺
矯
ら
紺
鮎
軌
＼
Q
㎏
」
如
ω
■
鼻
り
9

（
3
2
）
　
松
浦
、
注
（
3
）
前
掲
論
文
、
　
一
一
二
頁
。

（
3
3
）
松
浦
、
注
（
3
）
前
掲
論
文
、
ニ
ー
五
頁
。

（
3
4
）
　
「
政
治
の
優
位
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
軍
隊
が
議
会
に
お
け
る
責
任
あ
る
政
治
家
（
O
費
訂
ヨ
Φ
葺
9
。
ユ
の
9
＜
Φ
冨
コ
辞
≦
o
「
臼
ω
筈
9
℃
o
＝
江
評
Φ
「
）
の

　
　
指
導
の
下
に
あ
り
、
特
別
に
形
を
整
え
ら
れ
た
議
会
の
統
制
（
℃
費
『
ヨ
Φ
巨
費
δ
筈
。
訳
。
＝
買
。
＝
①
V
の
指
揮
下
に
あ
り
、
一
貫
し
て
存
在
す
る
ヒ
エ
ラ

　
　
ル
キ
ー
的
秩
序
と
命
令
と
服
従
の
原
則
に
服
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
、
、
．
〉
¢
ω
N
ロ
㎝
q
き
。
。
色
Φ
「
N
①
コ
呼
巴
Φ
口
∪
冨
口
。
。
け
＜
o
「
ω
∩
ξ
§
一
〇
こ
働
臼
ゆ
§
自
Φ
ω
≦
o
一

　
　
ゴ
コ
ぎ
5
Φ
お
閃
自
ぼ
巨
ひ
q
讐
閃
①
ぴ
「
ロ
費
お
㊤
ω
．
．
－
Z
「
．
b
。
8
」
『
じ
σ
「
Φ
危
。
～
穿
p
ユ
．
ρ
（
》
コ
ヨ
．
ご
咽
ω
］
＄
山
＄
（
一
露
γ
U
o
二
二
∋
①
コ
ニ
9
は
記
し
て
い
る
。

（
3
5
）
　
内
。
コ
戦
餌
窪
＝
①
Q
D
Q
。
Φ
”
O
ミ
嵩
野
蚕
鳴
蹴
象
寄
客
吻
ミ
遷
題
ミ
ら
討
財
駄
鴨
、
鴇
b
”
一
一
■
〉
⊆
州
r
O
閃
」
≦
自
＝
①
「
』
二
身
ω
二
Q
自
O
ず
Φ
吋
＜
O
「
冨
ぴ
q
」
一
㊤
刈
o
Q
’
Q
り
．
ト
の
O
O
．
コ
ン

　
　
ラ
ー
ト
・
ヘ
ッ
セ
著
、
阿
部
・
三
宿
・
井
口
・
永
田
・
武
永
訳
『
西
ド
イ
ツ
憲
法
綱
要
』
（
日
本
評
論
社
・
一
九
八
三
年
）
三
六
四
頁
。

（
3
6
）
　
．
、
〉
二
〇
り
N
＝
ぴ
q
餌
¢
ω
α
①
憎
N
Φ
昌
辞
「
餌
一
Φ
コ
U
δ
コ
Q
。
叶
＜
O
「
白
D
∩
『
ユ
ヰ
一
〇
＼
出
鉱
Φ
「
じ
u
⊆
＝
α
①
Q
。
≦
①
げ
コ
同
冨
旨
Φ
「
Φ
閃
口
7
門
ニ
コ
ひ
q
曽
男
Φ
ぴ
「
二
餌
「
一
㊤
㊤
ω
．
．
’
7
マ
■
一
〇
ト
の
一
一
〇
ω
甲
ぎ
一

　
　
b
σ
「
①
色
O
≦
．
塑
P
O
．
（
〉
昌
朧
P
じ
Q
り
■
一
α
㊤
一
一
①
O
（
一
切
㊤
）
’
U
O
評
口
∋
Φ
二
け
一
㊤
．

（
錦
）
　
鳴
憎
I
b
ミ
簿
硫
匙
『
謡
鳴
軌
＼
恥
℃
N
貼
、
ω
．
窃
O
．

（
認
∀
　
し
口
↓
I
b
ミ
審
恥
犠
ら
譜
範
朝
＼
恥
℃
N
吋
》
Q
o
■
切
一
．

（
3
9
）
　
国
■
じ
口
⊆
ω
∩
げ
ψ
①
．
⇔
．
○
．
（
＞
P
ヨ
．
H
ω
γ
閃
餌
ロ
α
P
【
o
Q
一
“

（
如
）
　
》
．
餌
．
○
．
　
（
＞
r
ロ
ヨ
■
一
し
Q
γ
勾
餌
コ
岱
コ
『
．
0
0
㎝
．

（
姐
）
　
〉
．
四
．
O
．

（
盈
）
　
〉
。
餌
．
○
■
　
（
》
ロ
∋
．
一
ω
ン
閃
¢
自
昌
価
コ
「
．
O
Q
一
■

（
娼
∀
　
〉
．
p
O
■
（
〉
コ
∋
．
一
ω
y
ω
．
国
幽
b
の
一
N
砂
嚢
＝
「
ω
7
q
’
＜
．
φ
ロ
⇒
け
げ
Φ
「
Z
Φ
ω
奔
ρ
　
」
）
鳴
鳩
b
鴨
ミ
射
ら
節
目
b
o
繋
ミ
織
鴨
無
飛
、
肉
噸
　
き
紺
智
鳴
蔦
◎
駄
Q
、
聖
識
ミ
、
竃
§
象



（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察

　
　
ミ
、
ミ
§
Q
壽
鋭
O
．
2
Φ
ω
評
ρ
一
㊤
o
Q
メ
Q
つ
．
一
し
Q
ρ

（
4
4
）
　
即
じ
口
¢
ω
6
戸
P
P
O
■
（
＞
p
ヨ
．
一
ω
）
－
o
り
．
N
ω
刈
一
N
ω
o
Q
．

（
4
5
）
　
麻
生
、
注
（
1
0
）
前
掲
論
文
、
二
六
頁
。

（
4
6
）
　
国
．
b
σ
二
〇
。
6
章
卑
卑
○
．
（
〉
昌
ヨ
■
一
し
Q
）
噌
菊
蝉
ロ
匙
コ
「
ト
こ
O
c
も
Q
．

（
4
7
）
　
〉
．
餌
．
○
：

（
娼
）
　
清
水
、
　
注
　
（
－
）
函
削
掲
童
日
、
　
一
工
ハ
閃
翠
貝
。

（
4
9
）
　
し
。
禽
｝
一
り
切
8
　
r
ω
・
O
㎝
錬
：

（
5
0
）
　
】
≦
9
二
昌
N
＼
∪
晋
ぎ
ひ
q
l
O
ミ
自
愛
範
尉
、
映
。
§
§
鴨
謡
ミ
き
一
8
Q
。
h
勢
》
昌
．
島
σ
（
O
口
昌
8
「
∪
宥
齢
γ
Q
o
■
9
勾
9
コ
α
コ
「
．
①
幽

（
5
1
）
　
O
■
∪
麟
ユ
ひ
q
、
①
び
F
（
》
昌
ヨ
覧
㎝
e
鴇
Q
り
．
ρ
閑
国
旨
匹
昌
罫
刈
．

（
5
2
）
　
国
σ
ユ
；
ω
■
9
因
鋤
づ
ユ
づ
円
．
刈
。

（
5
3
）
　
国
ぴ
ロ
；
ψ
①
ー
メ
幻
節
コ
α
昌
「
■
刈
．

（
5
4
）
　
即
じ
d
露
ω
o
げ
■
P
鋤
．
○
．
（
》
昌
∋
■
一
ω
ぎ
力
山
コ
亀
コ
「
．
b
Q
O
o
9

（
5
5
）
　
用
箋
コ
評
Q
D
8
8
ざ
O
§
ミ
譜
§
§
9
ミ
欝
ミ
匙
」
㊤
刈
。
。
．
0
げ
餌
只
①
「
鵠
【
（
U
餌
≦
α
〇
三
江
ω
）
．
F
・
ス
テ
イ
シ
イ
著
、
宇
都
宮
深
志
訳
、

　
　
『
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
制
度
と
機
能
』
（
東
海
大
学
出
版
会
・
一
九
八
○
年
）
五
九
、
六
三
頁
。

（
5
6
）
　
∪
’
〇
三
観
ω
」
玄
臼
（
口
0
8
切
朝
）
．
邦
訳
、
七
〇
頁
。

（
5
7
）
　
切
爵
ト
一
り
㎝
◎
♂
ω
．
一
一
驚
：

（
5
8
）
　
し
q
禽
ト
一
㊤
⊆
月
9
一
瑠
ω
■
一
〇
①
①
｛
：

（
5
9
）
　
し
口
∩
弱
卜
目
り
刈
卜
。
’
一
嘘
ω
．
H
刈
ω
課
．
．

（
6
0
）
　
同
じ
d
口
ω
∩
戸
P
斜
O
’
（
〉
ロ
ヨ
“
一
ω
γ
殉
帥
コ
9
p
戸
鵠
①
■

（
6
1
）
　
〉
。
鉾
O
こ
勾
餌
昌
α
コ
ぴ
辰
O
．

（
6
2
）
　
旨
鋤
げ
「
①
ω
σ
①
ユ
∩
葺
一
8
ρ
b
ロ
『
I
b
§
簿
鶏
ら
譜
鳴
動
＼
N
認
9
0
。
．
〉
℃
ユ
一
一
霧
ρ
Q
o
．
9

（
6
3
）
　
し
。
『
I
b
ミ
審
題
ら
討
鳴
恥
＼
」
娼
9
ω
．
一
〇
．

（
6
4
）
　
し
q
『
I
b
ミ
審
器
ら
勘
僑
恥
＼
N
遷
9
も
∩
’
ω
噛

砂
多
二
郎
監
訳
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（
6
5
）
　
b
ロ
『
－
b
ミ
誌
鷲
ミ
鳴
恥
こ
N
℃
9
Q
6
．
b
。
O
．

（
6
6
）
喜
「
①
ω
耳
喜
二
。
①
ρ
零
」
b
ミ
翁
§
こ
＼
駅
3
一
心
．
〉
凛
凶
＝
㊤
芦
。
・
．
県
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
m

（
6
7
）
　
拙
稿
「
ボ
ン
基
本
法
に
お
け
る
『
人
間
の
尊
厳
』
（
1
0
）
」
『
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
第
3
2
号
』
（
一
九
九
〇
年
）
一
〇
七
一
一
四
七
（
一
三
五
ー
コ
ニ

　
　
六
〉
頁
。

（
6
8
）
　
鴨
↓
－
b
ミ
ら
講
§
ミ
恥
＼
鳴
簡
軌
9
Q
D
■
ら
一
■

（
6
9
）
　
竃
9
。
×
芝
Φ
σ
①
斜
聖
ミ
罫
鎖
跨
騨
喰
§
O
募
。
オ
ゆ
『
卿
＝
¢
ヨ
三
〇
ゴ
。
。
’
〉
鼠
r
一
の
○
。
刈
－
ω
■
雪
｛
．
．
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
i
著
、
脇
圭
温
言
『
職
業
と
し

　
　
て
の
政
治
』
（
岩
波
文
庫
・
↓
九
八
○
年
）
八
九
頁
以
下
。

（
7
0
）
　
注
（
6
9
）
を
参
照
。
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』
に
記
さ
れ
た
二
つ
の
倫
理
観
の
緊
張
関
係
を
、
私
見
に
よ
り
止
揚
す
れ
ば
、
「
政
治
を
営
む
者
は
、
仮

　
　
に
心
情
倫
理
的
に
は
理
想
主
義
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
責
任
倫
理
的
に
は
冷
徹
な
現
実
主
義
者
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
一
面
で
（
良

　
　
心
的
に
∀
理
想
を
追
及
し
つ
つ
も
、
（
予
見
し
う
る
）
結
果
に
対
す
る
責
任
を
感
じ
、
あ
く
ま
で
も
責
任
倫
理
に
従
っ
て
行
動
す
る
成
熟
し
た
人
間
で

　
　
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
ま
た
、
v
・
グ
ロ
ー
ル
マ
ン
が
遺
し
た
教
訓
は
、
「
良
心
的
に
過
敏
と
な
っ
て
、
心
情
倫
理
が
前
面
に
出
て
く
る

　
　
な
ら
ば
、
感
情
的
に
な
る
危
険
性
と
隣
り
合
わ
せ
で
あ
る
。
冷
め
た
目
で
客
観
視
で
き
な
く
な
る
ほ
ど
、
心
情
的
に
過
熱
気
味
な
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
、

　
　
孤
立
し
た
場
合
に
は
、
政
治
の
渦
中
か
ら
は
、
（
一
時
的
で
あ
れ
）
】
歩
で
も
二
歩
で
も
身
を
引
い
た
方
が
い
い
。
な
ぜ
な
ら
、
政
治
と
は
、
（
所
詮

　
　
は
）
権
力
が
支
配
す
る
世
界
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
（
最
善
で
は
な
く
）
次
善
（
換
言
す
れ
ば
、
よ
り
小
さ
い
悪
に
窃
ω
霞
Φ
く
八
一
）
の
選
択
に
終
始
し
、

　
　
必
要
悪
（
器
。
鵠
鈴
曙
Φ
く
芦
§
＜
雲
ヨ
9
α
一
一
〇
げ
①
ω
O
σ
①
一
）
を
絶
え
ず
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
言
え
る
。
更
に
、
こ
の
場
合
の
教

　
　
訓
と
し
て
は
、
「
軍
隊
と
い
う
組
織
そ
れ
自
体
が
、
そ
も
そ
も
必
要
悪
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
7
1
）
　
国
．
じ
。
塁
。
互
四
．
P
O
．
（
〉
旨
ヨ
・
一
し
。
）
、
勾
①
昌
α
旨
・
一
ミ
．

（
7
2
）
　
》
■
P
O
↓
閑
勉
づ
匹
自
．
置
○
。
■

（
7
3
）
　
〉
「
斜
ρ
、
幻
弾
β
伍
霞
．
＝
㊤
。

（
7
4
）
　
〉
■
P
O
こ
幻
§
。
昌
α
霞
■
認
曽
置
O
．

（
7
5
）
　
〉
．
P
O
↓
幻
9
。
5
匹
霞
．
置
ω
．

（
7
6
）
　
〉
．
P
O
．
瑠
力
四
づ
α
韓
．
㊤
o
。
幽

（
7
7
）
　
》
■
卑
O
．
冒
勾
ロ
コ
自
霞
’
り
㊤
■
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（
7
8
）
　
幻
二
α
O
一
目
毛
＝
低
①
目
ヨ
9
弓
L
≦
ゆ
6
7
け
ロ
コ
港
区
O
昌
紹
コ
ω
巴
ω
「
「
〇
三
①
ヨ
①
住
①
「
一
コ
ロ
①
コ
ー
β
コ
α
〉
二
ゆ
①
昌
℃
O
＝
け
凶
漁
い
。
．
〉
口
h
r
訳
α
ぎ
目
コ
α
O
且
餌
α
①
昌
一
〇
〇
N
ω
●

　
　
N
軽
O
●
剛
5
”
国
。
国
二
ω
n
7
．
P
”
．
O
・
（
＞
5
ヨ
●
一
ω
）
り
閃
国
5
ユ
5
「
●
O
O
●

（
四
）
　
O
自
け
冨
「
N
≦
O
ユ
件
N
”
⇔
Φ
「
≦
Φ
7
「
ζ
口
葎
「
鋤
唆
Φ
亀
①
ω
一
）
①
＝
一
員
ぴ
①
昌
b
口
口
昌
ユ
①
o
ゆ
博
9
0
0
q
①
ω
ロ
5
α
α
一
①
ω
胃
①
謬
冒
「
蹴
津
①
α
①
ω
じ
σ
ロ
コ
α
Φ
o
弓
「
①
℃
二
σ
＝
貫
酒
「
2
℃
ロ
①
5
”
「
9
0
×
－

　
　
一
ω
一
〇
刈
畠
讐
ω
●
Q
o
o
o
o
o
●
凶
5
”
国
・
切
信
9
7
．
9
●
9
ρ
●
O
．
（
〉
コ
ヨ
●
一
ω
）
噛
鼠
戸
昌
α
コ
「
．
一
〇
〇
●

（
8
0
）
国
・
b
コ
ロ
o
o
6
戸
P
P
O
●
（
〉
昌
ヨ
．
一
ω
）
耀
幻
笛
昌
身
「
●
一
⇔
○
．

（
田
）
　
〉
．
騨
O
・
．
幻
餌
昌
匹
5
「
．
一
〇
一
●

（
麗
）
　
O
O
昌
ρ
7
①
「
国
「
σ
①
㌍
勺
9
ユ
拶
ヨ
①
」
け
‘
昌
α
≦
①
7
『
げ
①
9
◎
藍
h
け
「
国
讐
①
「
凶
コ
α
①
「
＜
①
臥
m
器
ロ
コ
の
ω
①
コ
叶
≦
一
〇
7
言
コ
o
q
α
①
「
o
d
幻
O
．
N
‘
碗
一
①
一
6
7
①
凶
コ
u
σ
①
津
「
国
o
q
N
二
∋

　
　
勺
「
O
げ
一
〇
昌
ρ
冒
「
①
凶
ω
匹
Φ
「
．
．
冒
薗
二
四
ヨ
①
昌
酔
”
ユ
9
7
①
コ
区
O
コ
q
O
＝
O
噛
．
．
h
ミ
的
§
馬
一
㊤
刈
G
n
噂
ω
●
ω
Φ
o
o
．
圃
コ
”
国
●
国
口
ω
6
7
P
斜
O
．
（
＞
5
コ
θ
．
一
ω
）
》
閃
9
昌
α
昌
「
．
一
〇
一
●

（
8
3
）
　
国
．
し
d
‘
ω
6
貫
9
●
櫛
●
O
●
（
＞
5
ヨ
．
一
ω
）
噂
閃
拶
コ
α
『
『
●
一
〇
一
●

（
別
）
　
〉
・
四
・
O
・
幻
9
9
コ
亀
コ
「
●
一
〇
N
・

（
8
5
）
　
〉
・
拶
●
O
．
幻
国
コ
住
コ
「
・
一
〇
ω
●

（
8
6
）
　
一
）
剛
O
盆
「
訳
⊆
ゴ
5
箇
日
）
δ
＜
①
臥
9
9
圏
ニ
コ
①
q
ω
「
①
6
7
二
【
6
7
①
Q
o
ρ
O
＝
己
5
0
Q
α
Φ
ω
≦
①
7
「
σ
①
q
o
¢
浄
「
自
営
①
コ
（
冨
◎
o
ロ
二
目
コ
ニ
①
ω
け
①
o
q
O
ρ
U
剛
霧
．
一
口
「
●
訳
α
一
昌
一
㊤
①
ρ
ω
．
．
O
o
Q
｛
：

　
　
凶
昌
”
国
．
一
W
唱
ω
6
7
ビ
9
0
●
①
●
O
。
層
閃
麟
5
α
昌
「
．
一
〇
ω
・

（
即
）
　
国
●
切
仁
ω
6
劉
9
0
．
僧
●
O
　
（
〉
弓
．
一
〇
9
Y
幻
9
0
コ
匹
5
「
．
一
〇
凸
讐
ω
榔
Q
o
I
ω
幽
り
．

（
認
）
　
〉
．
⇔
．
O
・
閃
9
9
昌
色
ヨ
『
●
ω
O
O
l
ω
㎝
一
・

（
8
9
）
　
〉
●
騨
O
・
閥
凶
昌
魁
嵩
「
．
ω
㎝
一
．

（
㎝
W
）
　
〉
・
P
O
・
力
飴
昌
α
昌
「
●
、
ω
O
b
の
．

（
田
）
　
〉
●
国
●
O
．
幻
国
コ
自
昌
「
●
一
〇
餉
●

（
9
2
）
　
〉
』
．
ρ
幻
碧
α
旨
」
8
．
一
九
八
二
年
の
年
次
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
二
二
の
事
項
に
つ
い
て
、
連
邦
国
防
大
臣
は
防
衛
監
察
委
員
の
指
摘
に
同
意
し
、

　
　
防
衛
監
察
委
員
の
提
言
に
従
い
、
再
検
討
し
、
ま
た
は
貴
重
な
調
査
で
あ
る
と
受
け
取
っ
た
の
で
あ
る
。

（
9
3
）
　
〉
．
P
O
．
幻
9
註
コ
「
．
一
8
．
こ
の
与
野
党
間
の
「
一
致
へ
の
意
志
」
は
、
防
衛
監
察
委
員
制
度
に
由
来
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
国
際
政
治
上
、
西
側
陣

　
　
営
の
最
前
線
に
組
み
込
ま
れ
た
軍
事
的
小
国
（
西
）
ド
イ
ツ
の
地
位
に
由
黙
す
る
と
思
う
。
な
お
、
「
一
致
へ
の
意
志
（
U
①
「
　
≦
≡
①
　
N
c
∋
　
区
。
早
　
H

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
給
コ
u
。
ご
と
．
い
う
言
葉
は
、
＝
①
巨
呉
ω
9
旦
鼻
．
．
一
）
①
「
≦
＝
①
N
仁
ヨ
ス
。
コ
沼
口
。
。
．
．
．
耳
ω
ぴ
q
．
＜
舳
写
讐
N
＝
．
⊂
」
8
「
落
｝
四
α
q
①
弓
鳴
§
魯
弩
§
マ



　
　
b
鴨
ミ
暮
ミ
ミ
§
O
、
ご
抽
〈
①
二
四
ひ
q
』
．
＝
．
芝
．
∪
凶
曾
N
藁
㊤
Q
。
①
．
ω
．
q
O
｛
．
か
ら
借
用
し
た
。

（
雛
量
曾
且
二
喜
鼻
邦
訳
・
交
⊥
ハ
九
頁
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皿

（
9
5
）
　
松
浦
、
注
（
3
）
前
掲
論
文
、
五
頁
。

（
9
6
）
　
松
浦
、
注
（
3
）
前
掲
論
文
、
二
九
頁
。

（
9
7
）
し
¢
p
。
「
o
器
。
・
ω
じ
d
．
ω
興
。
貫
．
．
↓
冨
穿
。
巨
凶
8
0
｛
9
①
カ
2
Φ
o
噛
9
Φ
○
ヨ
9
ユ
ω
ヨ
讐
－
9
巳
℃
巴
ω
9
ω
9
。
a
℃
①
二
三
6
鉱
く
①
ρ
．
、
P
。
。
持
（
Φ
α
・
）
O
。
邑
α

　
　
国
．
O
巴
ユ
Φ
P
ミ
鷺
§
ミ
篤
§
ミ
ミ
お
蹴
腎
◎
幕
黛
ミ
鳴
O
ミ
ミ
魯
ミ
§
し
Φ
。
。
軽
曽
0
8
魯
≦
o
o
α
℃
「
窃
。
っ
も
P
卜
。
刈
、
爵
・

（
9
8
）
　
松
浦
、
注
（
3
）
前
掲
論
文
、
四
四
頁
。
富
耳
Φ
ω
び
①
ユ
。
算
お
潟
．
切
『
－
b
ミ
簿
鷲
ら
譜
N
㎏
こ
ミ
9
卜
。
ω
．
雪
田
轟
一
㊤
㊤
ω
凶
Q
D
．
ω
－
9

（
9
9
）
　
（
一
九
八
三
年
ま
で
遡
っ
て
調
べ
た
と
こ
ろ
）
、
「
極
右
主
義
」
に
独
自
の
章
を
割
い
て
い
る
の
は
、
防
衛
監
察
委
員
A
．
ビ
ー
レ
が
記
し
た
、
こ
こ
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